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証券コード 9301 
2023 年 6 月 7 日 

(電子提供措置の開始日 2023 年 5 月 31 日) 
 

株 主 各 位 
東京都中央区日本橋一丁目19番１号

三 菱 倉 庫 株 式 会 社
代表取締役 社長 斉 藤 秀 親 

 

第220回定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、当社第 220 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。 

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第 220 回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。 

当社ウェブサイト https://www.mitsubishi-logistics.co.jp/ir/stockholders_meeting.html 

また、上記のほか、東京証券取引所(東証)のウェブサイトにも掲載しておりますので、当社ウ

ェブサイトが閲覧できない場合は、以下の東証ウェブサイトにアクセスし、銘柄名(三菱倉庫)又

は証券コード(9301)を入力のうえ検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択してご

確認下さいますようお願い申し上げます。 

東証ウェブサイト https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show 

 

なお、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、本株主総会におきましては、当日のご来場

を慎重にご判断いただきますようお願い申し上げます。当日のご出席に代えて、書面又はインタ

ーネット等によって議決権を行使することもできますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲

載の株主総会参考書類をご検討下さいまして、2023 年 6 月 28 日（水曜日）午後 5 時までに到着

するよう議決権行使書をご返送下さるか、2023 年 6 月 28 日（水曜日）午後 5 時までにインター

ネット等によって議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。 

（インターネット等による議決権行使の方法等につきましては、3 頁をご参照下さい。） 

また、当日の株主総会の模様の一部は、後日上記の当社ウェブサイトにて公開を予定しており

ます。 

                                       敬 具
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記 
 

1 日 時 2023 年 6 月 29 日(木曜日)午前 10 時 

2 場 所 東京都中央区日本橋一丁目 19 番１号 日本橋ダイヤビルディング 当社本店 

3 目的事項  

 報告事項 1. 第220期 ( 2022年４月１日から 
2023年３月31日まで ) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人

   及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 

  2. 第220期 ( 2022年４月１日から 
2023年３月31日まで ) 計算書類報告の件 

 決議事項       

 第 1 号議案 剰余金の処分の件 

 第 2 号議案 取締役 12 名選任の件 

 第 3 号議案 監査役 2名選任の件 

4  議決権の行使について 

(1) 議決権行使書の郵送とインターネット等による方法の双方で議決権を行使された場合は、

インターネット等による議決権の行使を有効とさせていただきます。 

また、インターネット等で議決権行使を複数回された場合は、最後の議決権行使を有効と

させていただきます。 

(2) 当日ご出席願えない場合は、議決権を有する他の株主様１名を代理人として、代理権を証

明する書面をご提出のうえ、議決権を行使することができます。 

(3) 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたもの

として取り扱わせていただきます。 

5 電子提供措置事項(交付書面省略事項)について 

本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載

した書面を送付しています。ただし、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法

令及び当社定款第15条の規定に基づき、本書面には記載しておりません。 

① 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」 

② 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」 

なお、監査役が監査した事業報告並びに監査役及び会計監査人が監査した連結計算書類及び計

算書類は、本招集ご通知に記載の各書類のほか、上記①及び②の事項です。 

以 上 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

当日総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。 

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載いたします。 



インターネット等による議決権行使について

QRコードを読み取る方法
ログインID・仮パスワードを 

入力する方法

「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」を入力すること

なく議決権行使が可能です。

インターネットにより議決権を行使される場合は、2頁｢4　議決権の行使について｣及び以下の事項を

ご確認のうえ、2023年6月28日(水曜日)午後5時までに行使していただきますようお願い申し上げます。

※  「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。

1　 議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを

読み取って下さい。

2　 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

議決権行使サイトについて
(1)  毎日午前2時から午前5時までは取扱を休止します。
(2)  インターネットご利用環境、ご加入のサービス及びご使用の機種によっては、ご利用できない場合があります。
(3)  議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金等)は株主様のご負担とな

りますので、ご了承下さい。
(4)  ご不明な点等がございましたら下記へお問合せ下さい。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部(ヘルプデスク)
電　　話　0120-173-027　(フリーダイヤル)
受付時間　9:00～21:00

《機関投資家の皆様へ》
議決権行使の方法として、株式会社ＩＣＪが運営する「議決権行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

以　上

議決権行使サイト https://evote.tr.mufg.jp/

1　 議決権行使サイトにアクセスして下さい。

株主様以外の方による不正アクセス(いわゆる“なりすまし”)

や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主

様には、議決権行使サイト上で｢仮パスワード」の変更を

お願いしております。

4　 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

3　 新しいパスワードを登録する。

｢新しいパスワード」を入力

｢送信」をクリック

2　 議決権行使書用紙に記載された「ログイン

ID・仮パスワード」を入力しクリック。

｢ログインID・仮パスワード」
を入力

｢ログイン」をクリック
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株主総会参考書類 
 

議案及び参考事項 
 

第 1号議案 剰余金の処分の件 

剰余金の処分については、当社の主たる事業である倉庫事業を中核とする物流事業並びに

ビル賃貸を中心とする不動産事業の計画的な事業展開と経営環境の変化に備えて財務体質の

強化にも意を用い、また、2023 年 3 月期を初年度とする経営計画[2022-2024]において、株

主還元を重要な経営課題の一つとして位置づけ一層の充実を図ることとし、配当は、企業業

績や成長投資、資本効率とのバランスを勘案しながら、ＤＯＥ(連結自己資本配当率)2％以

上の安定的・継続的配当を行う方針としております。 

当期の期末配当金は、以上の基本方針並びに当期業績及び利益剰余金の水準等を勘案し、

1 株につき 49 円とさせていただきたく存じます。これにより、中間配当金 41 円を加えた年

間の配当金は、前期に比べ 1 株につき 10 円増額の 90 円となります。 

１．期末配当に関する事項 

(1) 配当財産の種類 

金銭といたします。 

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 

当社普通株式 1 株につき 49 円 
 

総額 3,830,844,941 円 

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日 

2023 年 6 月 30 日 

２．その他の剰余金の処分に関する事項 

(1) 増加する剰余金の項目及びその額 

自家保険積立金 200,000,000 円 

(2) 減少する剰余金の項目及びその額 

繰越利益剰余金 200,000,000 円 
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第 2号議案 取締役 12 名選任の件 

本株主総会終結の時をもって、取締役 13 名全員が任期満了となります。 

つきましては、取締役 12 名の選任をお願いいたしたく、次の候補者を推薦いたします。 
 

氏     名 
(生年月日) 

略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 
所有する当 
社の株式数 

１ 

ふじ くら まさ お 

藤 倉 正 夫 
  

(1959 年 3 月 20 日生) 

1982 年４月 当社入社 

30,116 株 

2012 年６月 当社国際業務室長 

2015 年４月 当社大阪支店長 

2016 年６月 当社取締役大阪支店長 

2017 年４月 当社常務取締役大阪支店長委嘱 

2018 年４月 当社取締役社長 

2021 年６月 当社取締役社長社長執行役員 

2022 年６月 当社代表取締役 社長 

2023 年４月 当社代表取締役 取締役会長(現在) 

〔取締役候補者とした理由〕 

国際業務室長等を歴任し、常務取締役大阪支店長を経て、2018 年から 2023 年までは会社の最高
責任者として業務全般を統括する社長、現在は取締役会長を務めており、豊富な業務上の専門的
知識と経験を有していることから、取締役として適任と考えるためであります。 

２ 

さい とう ひで ちか 

斉 藤 秀 親 
  

(1964 年 7 月 5日生) 

1987 年４月 当社入社 

6,951 株 

2018 年４月 当社大阪支店長 

2020 年４月 当社国際輸送事業部長 

2021 年６月 当社執行役員国際輸送事業部長 

2022 年４月 当社常務執行役員 

2022 年６月 当社代表取締役 常務執行役員 

2023 年４月 当社代表取締役 社長(現在) 

〔取締役候補者とした理由〕 

大阪支店長、国際輸送事業部長を歴任し、総務・広報・人事・サステナビリティ推進担当の常務
執行役員を経て、現在は会社の最高責任者として業務全般を統括する代表取締役 社長を務めてお
り、豊富な業務上の専門的知識と経験を有していることから、取締役として適任と考えるためで
あります。 
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氏     名 

(生年月日） 
略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する当 
社の株式数 

３ 

わか ばやし  ひとし 

若 林  仁 
  

(1960 年 1 月 22 日生) 

1982 年４月 当社入社 

18,945 株 

2012 年６月 当社倉庫事業部長 

2015 年４月 三菱倉庫(中国)投資有限公司董事長 

2016 年４月 当社倉庫事業部長 

2016 年６月 当社取締役倉庫事業部長 

2017 年４月 当社常務取締役 

2019 年４月 当社常務取締役倉庫事業部長委嘱 

2020 年４月 当社常務取締役 

2021 年６月 当社常務取締役常務執行役員 

2022 年６月 当社取締役 常務執行役員 

2023 年４月 当社取締役 専務執行役員(現在) 

〔取締役候補者とした理由〕 

倉庫事業部長、中国事業を統括する現地法人の責任者を歴任したほか、倉庫事業部門のみならず
総務部門での勤務経験も長く、現在は取締役で、倉庫事業担当の専務執行役員を務めており、豊富
な業務上の専門的知識と経験を有していることから、取締役として適任と考えるためであります。 

４ 

き むら しん じ 

木 村 伸 児 
  

(1958 年 7 月 18 日生) 

1982 年４月 当社入社 

12,645 株 

2014 年４月 当社人事部長 

2016 年４月 当社総務部長兼広報室長兼人事部長 

2017 年６月 当社取締役総務部長兼広報室長兼人事部長 

2018 年４月 当社常務取締役 

2020 年４月 当社常務取締役工務部長委嘱 

2021 年４月 当社常務取締役 

2021 年６月 当社常務取締役常務執行役員 

2022 年６月 当社取締役 常務執行役員(現在) 

〔取締役候補者とした理由〕 

総務部長兼広報室長兼人事部長等を歴任したほか、港運事業部門に加え、企画等の管理部門での
勤務経験も長く、現在は取締役で、工務・港運事業・不動産事業担当の常務執行役員を務めてお
り、豊富な業務上の専門的知識と経験を有していることから、取締役として適任と考えるためで
あります。 
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氏     名 

(生年月日） 
略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する当 
社の株式数 

５ 

き むら むね のり 

木 村 宗 徳 
  

(1964 年 6 月 14 日生) 

1987 年４月 当社入社 

7,151 株 

2018 年４月 当社横浜支店長 

2020 年４月 当社業務部(現 企画業務部)長 

2021 年６月 当社執行役員企画業務部長 

2022 年４月 当社常務執行役員国際輸送事業部長 

2022 年６月 当社取締役 常務執行役員国際輸送事業部長

委嘱 

2023 年４月 当社取締役 常務執行役員(現在) 

〔取締役候補者とした理由〕 

横浜支店長、企画業務部長等を歴任したほか、海外勤務など国際輸送事業部門での経験が長く、現
在は取締役で、企画・国際輸送事業・海外業務担当の常務執行役員を務めており、豊富な業務上の
専門的知識と経験を有していることから、取締役として適任と考えるためであります。 

６ 

やま お  あきら 

山 尾  聡 
  

(1960 年 6 月 13 日生) 

1983 年４月 当社入社 

9,138 株 

2015 年４月 当社業務部長 

2019 年６月 当社取締役業務部長 

2020 年４月 当社取締役大阪支店長 

2021 年６月 当社取締役上席執行役員大阪支店長 

2023 年４月 当社取締役 常務執行役員(現在) 

〔取締役候補者とした理由〕 

業務部長、大阪支店長を歴任したほか、企画等の管理部門に加え、不動産事業部門での経験も長
く、現在は取締役で、経理・情報システム担当の常務執行役員を務めており、豊富な業務上の専
門的知識と経験を有していることから、取締役として適任と考えるためであります。 
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氏     名 

(生年月日） 
略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する当 
社の株式数 

７ 

わか ばやし たつ お 

若 林 辰 雄 
  

(1952 年 9 月 29 日生) 

1977 年４月 三菱信託銀行株式会社入社 

0 株 

2012 年４月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社取締役社長 

2013 年４月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

取締役副会長 

2013 年 12月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社取締役社長兼

取締役会長 

2015 年６月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

取締役 代表執行役副会長 

2016 年４月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社取締役会長、

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

取締役 

2016 年６月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

取締役退任 

2020 年４月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社特別顧問(現在) 

2019 年６月 当社取締役(現在) 
〔重要な兼職の状況〕 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社特別顧問 

三菱マテリアル株式会社社外取締役 

〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕 

長年にわたり三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の経営に携わり、金融・ファイナンス等に対して豊富
な知識と経験を有しております。同氏の高い識見と有益なアドバイスを当社の経営に役立てるこ
とが、当社の成長と企業価値向上に有益であり、当社経営陣・取締役に対する監督を実効的に行
う資質を備えた人物であると考えるためであります。 
現在、当社の指名・報酬委員会の委員長を務めており、引き続き同委員会の委員としての、取締
役の指名及び報酬の決定に関する手続の客観性及び透明性の維持・向上への貢献に加え、業務執
行を行う経営陣から独立した客観的立場からの的確な提言・助言を通じた当社のコーポレートガ
バナンスに資する貢献を期待しております。 
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氏     名 
（生年月日） 

略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 
所有する当 
社の株式数 

８ 

きた ざわ とし ふみ 

北 沢 利 文 
  

(1953 年 11 月 18 日生) 

1977 年４月 東京海上火災保険株式会社入社 

0 株 

2016 年４月 東京海上日動火災保険株式会社取締役社長 

2016 年６月 東京海上ホールディングス株式会社取締役 

2019 年４月 東京海上日動火災保険株式会社取締役副会長 

2019 年６月 東京海上ホールディングス株式会社取締役退任 

2022 年４月 東京海上日動火災保険株式会社相談役(現在) 

2019 年６月 当社取締役(現在) 

〔重要な兼職の状況〕 

東京海上日動火災保険株式会社相談役 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行社外取締役監査等委員 

積水ハウス株式会社社外取締役 

〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕 

長年にわたり東京海上日動火災保険株式会社の経営に携わり、リスクマネジメントやファイナン
ス等に対して豊富な知識と経験を有しております。同氏の高い識見と有益なアドバイスを当社の
経営に役立てることが、当社の成長と企業価値向上に有益であり、当社経営陣・取締役に対する
監督を実効的に行う資質を備えた人物であると考えるためであります。 
現在、当社の指名・報酬委員会の委員を務めており、引き続き同委員会の委員としての、取締役
の指名及び報酬の決定に関する手続の客観性及び透明性の維持・向上への貢献に加え、業務執行
を行う経営陣から独立した客観的立場からの的確な提言・助言を通じた当社のコーポレートガバ
ナンスに資する貢献を期待しております。 

９ 

ない とう ただ あき 

内 藤 忠 顕 
  

(1955 年 9 月 30 日生) 

1978 年４月 日本郵船株式会社入社 

0 株 

2015 年４月 同社代表取締役社長・社長経営委員 

2019 年６月 同社取締役会長・会長経営委員 

2020 年６月 同社取締役会長・会長執行役員 

2022 年４月 同社取締役会長 

2023 年４月 同社取締役(現在) 

2020 年６月 当社取締役(現在) 

〔重要な兼職の状況〕 

日本郵船株式会社特別顧問(2023 年 6 月就任予定) 

〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕 

長年にわたり日本郵船株式会社の経営に携わり、当社の主力事業である物流事業等に対して豊富
な知識と経験を有しております。同氏の高い識見と有益なアドバイスを当社の経営に役立てるこ
とが、当社の成長と企業価値向上に有益であり、当社経営陣・取締役に対する監督を実効的に行
う資質を備えた人物であると考えるためであります。 
業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場からの的確な提言・助言を通じた当社のコーポレ
ートガバナンスに資する貢献を期待しております。 
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氏     名 

(生年月日） 
略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する当 
社の株式数 

10 

しょう じ てつ や 

庄 司 哲 也 
  

(1954 年 2 月 28 日生) 

1977 年４月 日本電信電話公社入社 

0 株 

2009 年６月 日本電信電話株式会社取締役総務部門長 

2012 年６月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ

株式会社代表取締役副社長 

2015 年６月 同社代表取締役社長 

2020 年６月 同社相談役(現在) 

2021 年６月 当社取締役(現在) 

〔重要な兼職の状況〕 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社相談役 

サッポロホールディングス株式会社社外取締役 

日立造船株式会社社外取締役 

日本たばこ産業株式会社社外取締役 

サークレイス株式会社社外取締役 

〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕 

長年にわたりエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の経営に携わり、当社が進める
デジタル新技術を活用した業務革新等に対して豊富な知識と経験を有しております。同氏の高い
識見と有益なアドバイスを当社の経営に役立てることが、当社の成長と企業価値向上に有益であ
り、当社経営陣・取締役に対する監督を実効的に行う資質を備えた人物であると考えるためであ
ります。 
現在、当社の指名・報酬委員会の委員を務めており、引き続き同委員会の委員としての、取締役
の指名及び報酬の決定に関する手続の客観性及び透明性の維持・向上への貢献に加え、業務執行
を行う経営陣から独立した客観的立場からの的確な提言・助言を通じた当社のコーポレートガバ
ナンスに資する貢献を期待しております。 
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氏     名 

(生年月日） 
略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

所有する当 
社の株式数 

11 

き むら かず こ 

木 村 和 子 
  

(1951 年 5 月 1日生) 

1976 年４月 厚生省入省 

0 株 

1996 年７月 世界保健機関医薬品部出向 

1999 年７月 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構

出向 

2000 年４月 金沢大学医薬保健研究域薬学系国際保健薬学

研究室教授 

2017 年４月 国立大学法人金沢大学名誉教授(現在) 

2017年10月 同大学大学院医薬保健学総合研究科特任教授 

2023 年３月 同特任教授退任 

2021 年６月 当社取締役(現在) 

〔重要な兼職の状況〕 

国立大学法人金沢大学名誉教授 

タカラバイオ株式会社社外取締役 

一般社団法人医薬品セキュリティ研究会代表理事 

〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕 

薬学博士として、厚生省勤務を経て、世界保健機関等の外部機関の要職及び国立大学法人金沢大
学教授を歴任し、当社の主力・注力分野である医療・ヘルスケア等に対して豊富な知識と経験を
有しております。同氏の高い識見に加え、ダイバーシティの観点からの有益なアドバイスを当社
の経営に役立てることが、当社の成長と企業価値向上に有益であり、当社経営陣・取締役に対す
る監督を実効的に行う資質を備えた人物であると考えるためであります。 
業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場からの的確な提言・助言を通じた当社のコーポレ
ートガバナンスに資する貢献を期待しております。 
なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことがありませ
んが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断して
おります。 

12 

まえ かわ まさ のり 

前 川 昌 範 
  

(1962 年 4 月 13 日生) 

 新 任  

1986 年４月 当社入社 

8,138 株 

2018 年４月 当社総務部長兼広報室長兼人事部長 

2020 年６月 当社取締役総務部長兼広報室長 

2021 年６月 当社上席執行役員総務部長兼広報室長 

2023 年４月 当社常務執行役員総務部長兼広報室長(現在) 

〔取締役候補者とした理由〕 

倉庫事業部門に加え、総務・人事等の管理部門での経験も長く、現在は総務・広報・人事・サス
テナビリティ推進担当の常務執行役員で総務部長兼広報室長を務めており、豊富な業務上の専門
知識と経験を有していることから、取締役として適任と考えられるためであります。 
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(注) 1  各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。 

2  現に当社の取締役である候補者の当社における担当については、事業報告(25 頁から 26 頁)に

記載のとおりであります。 

なお、若林辰雄、北沢利文、内藤忠顕、庄司哲也及び木村和子の５氏は、現在当社の社外取締役

であります。 

3  当社は、当社の取締役、監査役、執行役員等を被保険者として、会社法第 430 条の 3 第１項に

規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、同契約の期間満了時には

これを更新することを予定しております。当該保険契約の内容の概要は事業報告 26 頁から 27

頁に記載のとおりであります。各候補者が取締役として選任された場合は、当該保険契約の被

保険者に含められることとなります。 

4  社外取締役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。 

(1) 若林辰雄、北沢利文、内藤忠顕、庄司哲也及び木村和子の５氏は、社外取締役候補者であり、

各氏が取締役として選任された場合は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

して指定し、同取引所に届け出る予定であります。 

(2) 当社の社外取締役に就任してからの年数(本株主総会終結の時まで) 

若林辰雄氏 4 年 北沢利文氏 4 年 内藤忠顕氏 3 年

庄司哲也氏 2 年 木村和子氏 2 年  
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【ご参考】取締役候補者の専門的知識と経験の組み合わせは以下のとおりです。 

氏   名 
現在の当社に

おける地位 

専門的知識と経験 

企業経営 

財  務 

・ 

会  計 

営 業 

ＥＳＧ 

・ 

サステナ 
ビリティ 

人材戦略 

法 務 
・ 

コンプライ 
ア ンス 

・ 
リスクマネ 
ジメント 

テクノロ

ジー 

成長への

貢献※ 

藤 倉 正 夫 取締役会長 ○ ○ ○ ○ ○ ○  全般 

斉 藤 秀 親 
代表取締役 

社 長 
○ ○ ○ ○ ○ ○  全般 

若 林   仁 
取 締 役 

専務執行役員 
○  ○     1,2,4 

木 村 伸 児 
取 締 役 

常務執行役員 
○  ○  ○   3 

木 村 宗 徳 
取 締 役 

常務執行役員 
○  ○ ○    2 

山 尾   聡 
取 締 役 

常務執行役員 
○ ○     ○ 4 

若 林 辰 雄 社外取締役 ○ ○  ○ ○ ○  5 

北 沢 利 文 社外取締役 ○ ○  ○ ○ ○  5 

内 藤 忠 顕 社外取締役 ○ ○  ○ ○ ○  5 

庄 司 哲 也 社外取締役 ○   ○ ○ ○ ○ 4 

木 村 和 子 社外取締役    ○ 〇 ○ ○ 1 

前 川 昌 範 
（ 新 任 ） 

常務執行役員 
○   ○ ○ ○  5 

※成長への貢献：ＭＬＣ2030ビジョン実現に向けた成長戦略への貢献（文言は、基本的にＭＬＣ2030ビジョンから引用） 

１．お客様起点のサポート体制の確立(「医療・ヘルスケア」「食品・飲料」「機械・電機」「新素材」を重点分野としたサプライチェ

ーン全体の課題への対応) 

２．海外事業の拡大 

３．港運及び不動産両事業における安定した利益の確保 

４．業務プロセスの改善と新技術の活用促進 

５．グループ経営基盤の強化 

(注) 本表は、各取締役が有する全てのスキルを表すものではありません。 
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＜政策保有株式の売却額の推移＞

（億円）

1,182

33.4

2019 2020 2021 2023.3末 2024.3末 2025.3末 2026.3末

（年度）

経営計画
［2022－2024］

（億円） （％）

保有金額 純資産に対する
政策保有株式比率

20％未満

＜政策保有株式の保有金額及び対純資産比率の推移＞

計400以上

【ご参考】政策保有株式の縮減に向けた取組み

１．政策保有に関する方針

当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)について、保有

の合理性検証を継続的に実施したうえで縮減を加速し、売却資金は戦略投資や事業投資及び

株主還元に活用してまいります。

２．政策保有株式の保有状況

前期末の保有金額1,207億円に対して、当期末までに約120億円分の売却を実施しました。

一方で、保有株式の時価上昇等もあり、当期末の保有金額は1,182億円、純資産に対する政

策保有株式の比率は33.4％となっております。

３．政策保有株式の縮減計画

政策保有株式売却については、投資先との対話を進めたうえで経営計画[2022-2024]期間

中に、当期に実施した約120億円を含め、計画どおり400億円以上を売却します。

更に売却を進め、2025年度末までに純資産に対する政策保有株式の比率を20％未満とする

計画であり、以後も縮減を図ってまいります。

2023年05月23日 23時30分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）
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第 3号議案 監査役 2名選任の件 

本株主総会終結の時をもって、監査役渡辺 徹、長谷川幹根の両氏は任期満了となります。 

つきましては、監査役 2 名の選任をお願いいたしたく、次の候補者を推薦いたします。 

なお、本議案の提出については、監査役会の同意を得ております。 
 

氏     名 
(生年月日） 

略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 
所有する当 
社の株式数 

1 

さい とう  やすし 

斉 藤  康 
  

(1958 年 10 月 16 日生) 

 新 任  

1982 年４月 当社入社 

13,547 株 

2016 年６月 当社取締役経理部長 

2018 年４月 当社常務取締役経理部長委嘱 

2018 年６月 当社常務取締役 

2021 年６月 当社常務取締役常務執行役員 

2022 年６月 当社取締役 常務執行役員 

2023 年４月 当社取締役(現在) 

〔監査役候補者とした理由〕 

経理部門での勤務経験が長く、2016 年から取締役、2018 年から本年までは経理・情報システム
担当の常務取締役及び常務執行役員を務めており、当社の経営実態を熟知していることから、そ
の経験と実績を当社の監査に役立てるためであります。 

2 

  

 

や まと まさ なお 

大 和 正 尚 
 

（1967 年 9 月 25 日生） 

 新 任  

1991 年４月 三菱商事株式会社入社 

0 株 

2018 年 10月 ＩＶＩＣＴ ＥＵＲＯＰＥ ＧＭＢＨ 

Chief Financial Officer 

2020 年６月 三菱商事都市開発株式会社取締役副社長

(現在) 

〔社外監査役候補者とした理由〕 

三菱商事株式会社等における長年の財務・経理部門等の勤務経験に基づく豊富な知識と高い識見
を当社の監査に役立てるためであります。 

 

(注) 1 両候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。 

2  当社は、当社の取締役、監査役、執行役員等を被保険者として、会社法第 430 条の 3 第 1 項に

規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、同契約の期間満了時には

これを更新することを予定しております。当該保険契約の内容の概要は事業報告 26 頁から 27

頁に記載のとおりであります。各候補者が監査役として選任された場合は、当該保険契約の被

保険者に含められることとなります。 

3 大和正尚氏は、社外監査役候補者であり、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立

役員の要件を満たしております。 

以 上 
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事  業  報  告 
 
 

 

（2022 
2023 

年 
年 

4 月 
3 月 

1 
31 

日 
日 

から 
まで ） 

 

Ⅰ 企業集団の現況に関する事項 
 
 

1  事業の経過及び成果 

(1) 事業の状況 

当期の世界経済は、欧州で足踏みがみられるものの米国を中心に緩やかな持ち直しが続き、

一部で弱さが残っていた中国でも持ち直しの動きがみられました。また、わが国経済は、

このところの消費者物価の上昇による家計への影響が懸念されるなど一部に弱さがみられる

ものの、設備投資が持ち直したほか、個人消費が緩やかに持ち直しました。 

こうした経済情勢にあって、当社グループを取り巻く事業環境は、ウクライナ侵攻等に

より世界的にインフレ傾向が続く中、物流業界においては、人手不足やエネルギー価格上昇

によりコストが増加し、高水準を維持していた海上・航空運賃単価は下落傾向に転じたもの

の、通期全体では比較的好調に推移しました。一方、不動産業界においては、商業施設への

客足が回復傾向にあるもののコロナ禍前の水準には戻らず、需給の緩みで賃貸オフィスビル

の空室率が高止まりしているほか、電気料金等の上昇もあり、厳しい状況が続きました。

当社グループ全体としては堅調に推移しました。 

このような状況の下、当社グループは、ＩＴ等新手法を活用しつつ営業活動を推進し、

物流部門では、医薬品・自動車関連等の配送センター業務の拡大、国際輸送貨物の取扱拡大

に努め、不動産部門では、テナントの確保及び賃料水準の維持・向上に努めました。他方、

コスト上昇に見合う適正料金の収受やコスト管理の徹底と業務の効率化を一層推し進め、

業績の向上に努めました。 

この結果、営業収益は、物流部門で、陸上運送事業で貨物取扱量が若干減少したものの、

倉庫、港湾運送及び国際運送取扱の各事業において貨物取扱量が増加したほか、国際運送

取扱事業において海上運賃単価上昇や為替円安の寄与もあり収入が増加したため、不動産

部門で、不動産賃貸事業において前期に新型コロナウイルス感染症の影響により臨時休業を

余儀なくされた商業施設の来場者数が回復した一方、東京地区の賃貸オフィスビルの空室率

の上昇や、マンション販売事業における販売物件の減少により収入が減少したものの、全体

として前期比 433億 6千 3百万円(16.9％)増の 3,005 億 9千 4百万円となりました。他方営業

原価は、物流部門で、貨物取扱量の増加等に伴い作業運送委託費が増加したため、不動産部門

で、マンション販売物件の減少に伴い不動産販売原価等が減少したものの、全体として前期比



― 17 ― 

373 億円(16.3％)増の 2,658 億 9 千 8 百万円となり、販売費及び一般管理費は、連結子会社に

おける人件費等の増加により、同 11 億 8 千万円(11.3％)増の 116 億 6 千 7 百万円となりました。

このため、営業利益は、物流部門で増益となったため、不動産部門で減益となったものの、

全体として前期比 48 億 8 千 2 百万円(26.9％)増の 230 億 2 千 7 百万円となり、経常利益は、

受取配当金や持分法による投資利益の増加により、同 68 億 9 千 4 百万円(29.8％)増の 300

億 4千 6百万円となりました。また親会社株主に帰属する当期純利益は、特別利益で政策保有

株式の縮減に伴う投資有価証券売却益や不動産賃貸ノンコア資産の売却による固定資産処分益

の増加により、前期比 93億 3千 3百万円(52.2％)増の 272 億 2千 6百万円となりました。 

当社グループの部門別の概況は、次のとおりであります。 

① 物流部門 

倉庫事業は、医薬品、飲料、自動車部品の取扱増加等により、営業収益は前期比 9.3％増

の 639 億 8 千万円となりましたが、陸上運送事業は、プロジェクト貨物の取扱減少等により、

営業収益は同 0.3％減の 518 億 4 千 7 百万円となりました。他方港湾運送事業は、コンテナ

貨物の取扱増加等により、営業収益は前期比 1.7％増の 233 億 4 千万円となり、国際運送

取扱事業は、輸出入貨物の取扱増加のほか海上運賃単価上昇や為替円安の寄与もあり、営業

収益は同 57.9％増の 1,162 億 1 千 9 百万円となりました。 

この結果、物流部門全体の営業収益は、前期比 486 億 5 千 9 百万円(22.6％)増の 2,638 億

9 千 9 百万円となりました。また営業費用は、貨物取扱量の増加等に伴い作業運送委託費が

増加したため、前期比 435 億 8 千 9 百万円(21.6％)増の 2,451 億 2 千 5 百万円となりました。

このためセグメント利益(営業利益)は、前期比 50 億 7 千万円(37.0％)増の 187 億 7 千 4 百

万円となりました。 

② 不動産部門 

主力の不動産賃貸事業は、東京地区の賃貸オフィスビルの空室率の上昇があったものの、

前期に新型コロナウイルス感染症の影響により臨時休業を余儀なくされた商業施設の来場者数

が回復したため、営業収益は前期比 2.7％増の 305 億 3 千 1 百万円となりました。その他の

営業収益は、マンション販売事業における販売物件の減少等により、前期比 44.9％減の 76

億 6 千 7百万円となりました。 

この結果、不動産部門全体の営業収益は、前期比 54 億 6 千 3 百万円(12.5％)減の 381 億

9 千 9 百万円となりました。また営業費用は、マンション販売物件の減少に伴い不動産販売

原価等が減少したほか、前期に計上した大阪の新規取得施設に係る不動産取得税等の減少も

あり、前期比 52 億 7 千万円(15.8％)減の 280 億 7 千 5 百万円となりました。このためセグ

メント利益(営業利益)は、前期比 1 億 9 千 3 百万円(1.9％)減の 101 億 2 千 3 百万円となり

ました。 
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部 門 別 営 業 収 益 
 

区     分 当   期 前   期 
前期比増減 (△印減) 

金  額 率 

 百万円 百万円 百万円 ％ 

物 流 部 門 263,899 215,240 48,659 22.6 

(倉 庫 事 業) ( 63,980) ( 58,562) ( 5,417) ( 9.3) 

(陸 上 運 送 事 業) ( 51,847) ( 52,017) ( △   170) ( △ 0.3) 

(港 湾 運 送 事 業) ( 23,340) ( 22,950) ( 390) ( 1.7) 

(国 際 運 送 取 扱 事 業) ( 116,219) ( 73,593) ( 42,626) ( 57.9) 

(そ の 他) ( 8,512) ( 8,116) ( 395) ( 4.9) 

不 動 産 部 門 38,199 43,662 △ 5,463 △ 12.5 

(不 動 産 賃 貸 事 業) ( 30,531) ( 29,735) ( 795) ( 2.7) 

(そ の 他) ( 7,667) ( 13,926) ( △ 6,259) ( △ 44.9) 

部 門 間 取 引 消 去 △ 1,504 △ 1,672 167 － 

合     計 300,594 257,230 43,363 16.9 
 

(注) 部門間取引消去は、物流部門と不動産部門の営業収益に含まれる部門間取引分の消去である。 

 

(2) 設備投資の状況 

当社グループは、倉庫及び賃貸用施設の建設等総額 164 億 8 千 7 百万円の設備投資を行い

ました。 

当期中の主要な設備投資案件は、次のとおりであります。 

①  竣工した倉庫 

大 阪 茨木 5 号配送センター [2022 年 10 月竣工] 

 倉 庫(4 階建、延床面積約 26,100 平方米)  

②  建設中の賃貸用施設 

東 京 データセンター [2024 年 4 月竣工予定] 

 コンピュータ専用賃貸ビル(9 階建、延床面積約 34,800 平方米) 
 

神 戸 須磨海浜水族園・海浜公園再整備事業 

(当社事業比率 27.8％) 

[2024 年 6 月竣工予定] 

 賃貸用商業施設(開発区域約 101,900 平方米) 
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神 戸 神戸三宮雲井通 5丁目地区第一種市街地再開発事業 [2027年 12月竣工予定] 

 (保留床に係る当社事業比率 24.5％) 

  賃貸用オフィス・ホテル 

(地下 3 階、地上 32 階建、延床面積約 98,600 平方米) 

 

(3) 資金調達の状況 

当社グループの設備投資資金及び運転資金は、自己資金及び金融機関からの借入金により

賄いました。 

 

(4) 今後の見通しと課題 

今後の世界経済は、世界的な金融引締めによる景気への影響や、ウクライナ情勢等が懸念

されるものの、緩やかな持ち直しが続くことが期待されます。またわが国経済は、ウィズコ

ロナの下で、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待されます。 

こうした経済情勢にあって、当社グループを取り巻く事業環境は、物流業界においては、

荷動きの回復が見込まれるものの、海上・航空運賃の下落、競争の激化、人手不足やエネル

ギー価格上昇等を背景としたコストの増加により厳しい状況が続き、また不動産業界におい

ては、商業施設の売上回復傾向が続くことが期待されるものの、電気料金の上昇や賃貸オフ

ィスビル需給の緩み等が懸念されます。 

このような事業環境の下、当社グループは、2030 年に目指す姿として「ＭＬＣ2030 ビジ

ョン」を掲げ、「お客様の価値向上に貢献する」を第一に、お客様のパートナーとして調達

から流通・販売までのサプライチェーンを一貫で担うロジスティクス企業として、国内外の

お客様から選ばれ続ける企業グループとなることを目指しています。 

具体的には、 

① 「医療・ヘルスケア」「食品・飲料」「機械・電機」のほか、新たに策定した経営計

画[2022-2024]において、2030 年に向けて市場拡大が見込まれることから追加した「新素材」

を重点分野として、お客様起点のサポート体制を確立し、お客様のパートナーとしてサプライ

チェーン全体の課題に対応することにより、事業領域及びシェアの拡大を図ります。 

② 海外においては、東南アジア(ASEAN)等において増加が見込まれる高品質なコールド

チェーン需要を狙い、「医療・ヘルスケア」「食品・飲料」分野におけるお客様のサプライチ

ェーンのサポート体制拡充とフォワーディング事業の強化を進めます。 
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③ 港運事業においては、世界トップレベルの評価を受ける荷役能率等を武器に競争力を

更に高めていくことにより、また、不動産事業においては、複合施設等の開発と運営力強化

により、安定した利益を確保します。 

④ 全事業の業務プロセスを見直すとともに、ＩｏＴ、ＡＩ、ロボット等の新技術を活用

した効率的なオペレーションにより、サービス品質及び生産性の向上を実現します。 

⑤ 当社・グループ会社一体となった組織運営によるコスト競争力強化と重点分野等の人

材確保・育成による成長を目指します。 

「ＭＬＣ2030 ビジョン」実現に向けた第 2 ステージとなる経営計画[2022-2024]では、次

の 5 つの基本方針を定めており、グループ全体で施策を推進し、目標として掲げた営業利益

200 億円及びＲＯＥ(自己資本利益率)7％の確保に向けて取り組みます。 

① 物流事業の収益力強化 

② 海外事業の成長基盤拡大 

③ 開発力強化による不動産事業の拡充 

④ 先端技術の活用による高付加価値サービスの開発 

⑤ グループ経営基盤の強化 

これにより、強固な収益基盤と適正な財務基盤のもと、株主還元の一層の充実を図り、資

本効率を高め、さらなる企業価値の向上に取り組んでまいります。 

さらに、ＥＳＧ(環境、社会、ガバナンス)経営と国連が提唱するＳＤＧｓ(持続可能な開

発目標)対応に向けた取組みを推進するために 6 つの重要テーマ(①安全・安心、災害対応、

②環境対応、③先端技術、イノベーション、④パートナーシップ、⑤人材育成・社員満足度

向上、⑥コンプライアンス、人権・ジェンダー)を定め、各テーマにおける施策・評価指

標・目標値を設定し、ＭＬＣ2030 ビジョンと同じく 2030 年度に達成することを目指してい

ます。目標を確実に達成するため、経営計画[2022-2024]に各テーマにおける主な取組みを

掲げるとともに、サステナビリティ委員会を中心に、進捗管理、施策・評価指標・目標値の

定期的な検証と入れ替え、統合報告書やホームページ等を通じた社内外の皆さまとのコミュ

ニケーションの拡充等、質の高い取組みを進めてまいります。 

物流、不動産という社会基盤を担う当社グループの事業は、まさにＳＤＧｓの精神である

「持続可能な」社会づくりに貢献するものであり、当社グループは、環境対応等、社会課題

の解決に取り組む中で事業の成長機会を見出し、グループの持続的な成長を目指します。 
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2  財産及び損益の状況の推移 

当社グループ及び当社の当期及び過去３期の損益及び財産の状況の推移は、次のとおりであ
ります。 

 

区     分 
第217期 

(2019/4～2020/3) 
第218期 

(2020/4～2021/3) 
第219期 

(2021/4～2022/3) 
当 期 

(2022/4～2023/3) 

当 

社 

グ 

ル 

ー 

プ 

 
営 業 収 益 

百万円 
229,057 

百万円 
213,729 

百万円 
257,230 

百万円 
300,594 

営 業 利 益 12,195 11,735 18,144 23,027 

経 常 利 益 16,822 16,013 23,151 30,046 

親会社株主に帰属する当期純利益 11,851 39,160 17,892 27,226 

 
１株当たり当期純利益 

円 銭 
137 31 

円 銭 
462 28 

円 銭 
219  47 

円 銭 
342  00 

 
総 資 産 

百万円 
468,243 

百万円 
535,761 

百万円 
562,187 

百万円 
573,689 

純 資 産 286,356 326,829 347,759 354,432 

当 
 
 
 

 

社 

 
営 業 収 益 

百万円 
160,031 

百万円 
151,553 

百万円 
184,137 

百万円 
200,601 

営 業 利 益 8,899 9,376 12,046 14,832 

経 常 利 益 13,616 13,964 17,952 21,853 

当 期 純 利 益 10,109 38,573 17,646 22,108 

 
１株当たり当期純利益 

円 銭 
117 08 

円 銭 
455 16 

円 銭 
216  37 

円 銭 
277  60 

 
総 資 産 

百万円 
416,534 

百万円 
483,917 

百万円 
505,990 

百万円 
504,309 

純 資 産 260,685 299,249 317,611 317,847 
 

(注) 1  当社グループの親会社株主に帰属する当期純利益及び 1 株当たり当期純利益並びに当社の当期純

利益及び 1 株当たり当期純利益が第 218 期において増加し、第 219 期において減少したのは、第

218 期に名古屋駅近辺の当社不動産事業用地の一部譲渡等による固定資産処分益及び受取補償金

等を特別利益として計上したこと等によるものである。 

2 第 219 期及び当期において、当社グループ及び当社の営業収益、営業利益及び経常利益が増加し

たのは、物流部門で全体として貨物取扱量が増加したほか、国際運送取扱事業において海上・航

空運賃単価上昇や為替円安が寄与したこと等によるものである。 

3 当社グループ及び当社の 1 株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出し、単位

未満を四捨五入。 
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3  重要な子会社の状況 
 

会   社   名 資  本  金 当社の出資比率 主要な事業内容 

 

富 士 物 流 株 式 会 社 2,979

百万円  

95.0 

％  

倉 庫 業 

菱 倉 運 輸 株 式 会 社 360 100  陸 上 運 送 業 

ダイヤビルテック株式会社 100 100  不 動 産 管 理 業 

神 菱 港 運 株 式 会 社 36 86.0  港 湾 運 送 業 

三菱倉庫(中国)投資有限公司 250百万元 100  中国における物流事業への投資

及び傘下物流事業会社の管理 

インドネシア三菱倉庫会社 631,665百万ルピア 99.9  倉 庫 業 

米 国 三 菱 倉 庫 会 社 10,000千米ドル 100  国 際 運 送 取 扱 業 

欧 州 三 菱 倉 庫 会 社 2,500千ユーロ 100  国 際 運 送 取 扱 業 
  
 連結決算の対象となる連結子会社は、上記の重要な子会社 8 社を含む 48 社、持分法適用会
社は、3 社であります。その多くは、物流事業に関連する作業・運送や不動産事業に関連する
ビル管理業務等を担当しております。 
 

4  主要な事業内容 

(1) 物流部門 

  ① 倉庫事業 
    寄託を受けた物品の倉庫における保管及び入出庫荷役等を行う事業 
  ② 陸上運送事業 
    貨物自動車による運送、利用運送等を行う事業 
  ③ 港湾運送事業 
    港湾において沿岸荷役・船内荷役等を行う事業 
  ④ 国際運送取扱事業 
    国際間の物品運送の取扱(国内における海運貨物取扱を含む｡)を行う事業 
 
(2) 不動産部門 

 不動産の売買・賃貸借・管理及び建設工事の請負・設計・監理等を行う事業 
 

5  主要な事業所 

(1) 当社 

   本店  東京都中央区 
   支店  東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡 
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(2) 子会社 
  ① 物流部門 
    富士物流株式会社(東京都港区) 
    菱倉運輸株式会社(東京都江東区) 
    神菱港運株式会社(神戸市中央区) 
    三菱倉庫(中国)投資有限公司(中国 上海市) 
    インドネシア三菱倉庫会社(インドネシア 西ジャワ州) 
    米国三菱倉庫会社(米国 ニューヨーク州 ニューヨーク市) 
    欧州三菱倉庫会社(オランダ 南ホラント州 リダーケルク市) 
  ② 不動産部門 
    ダイヤビルテック株式会社(東京都中央区) 
 
6  従業員の状況 
(1) 当社グループの従業員の状況 

 
区       分 従 業 員 数（前期末比） 

 
物 流 部 門 

名 

4,353 (  9名減) 
不 動 産 部 門 264 ( 26名減) 

当 社 本 店 管 理 部 門 91 ( 11名増) 

合 計 4,708 ( 24名減) 
 
(注) 1 当社グループ外への休職出向者 47 名は含まれていない。 
   2 ほかに臨時従業員 1,189 名及び当社グループ外からの出向・派遣受入者 1,514 名がいる。 
 
(2) 当社の従業員の状況 

 
従業員数(前期末比) 平均年齢 平均勤続年数 

名 

957 ( 57名減) 
歳   月 

40    4 
年   月 

16    0 
 
(注) 1 他社への休職出向者 142 名は含まれていない。 
   2 ほかに臨時従業員 183 名並びに当社グループ内及び当社グループ外からの出向・派遣受入者 630 名

がいる。 
   3 平均年齢及び平均勤続年数は、単位未満を切捨。 
   4 当社の従業員の減少は、通関及び海運貨物取扱業務の連結子会社への移管に伴う当該会社への一時

的な休職出向者の増加等による。 
 
7  主要な借入先 

借   入   先 借  入  額 

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 31,335 百万円 

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 8,000  

農 林 中 央 金 庫 7,930  
 
(注) シンジケートローンは、株式会社三菱ＵＦＪ銀行を主幹事とする 15 社(株式会社三菱ＵＦＪ銀行、

農林中央金庫等)の協調融資による。 
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Ⅱ 会社の状況に関する事項 
 
 

1  株式に関する事項 

(1) 発行可能株式総数 220,000,000株 

(2) 発行済株式総数、資本金及び株主数 
 

区     分 当  期  末 前  期  末 前期末比 

発 行 済 株 式 総 数 
株 

81,960,739  
株 

87,960,739  
 

6,000,000 株減 

資 本 金 
円 

 22,393,986,570 
円 

22,393,986,570  
 

0 円  

株 主 数 
名 

7,764  
名 

7,203  
 

561 名増 
 

(注) 1 発行済株式総数には、自己株式 3,780,230 株を含む｡ 
2 2022 年 5 月 20 日をもって、6,000,000 株の自己株式の消却を行った。 

 

(3) 大株主 
 

株     主     名 持 株 数 持 株 比 率 

 千株 ％ 

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 14,904   19.1  

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 口 )  6,631   8.5 

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社    5,153   6.6 

三 菱 地 所 株 式 会 社 3,665   4.7 

S T A T E  S T R E E T  B A N K  A N D  T R U S T  C O M P A N Y  5 0 5 0 0 1 2,606   3.3 

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 2,041   2.6 

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行  1,505   1.9 

株 式 会 社 竹 中 工 務 店 1,505   1.9 

株 式 会 社 ニ コ ン 1,156   1.5 

B N Y M  A S  A G T / C L T S  N O N  T R E A T Y  J A S D E C 1,109   1.4 
 

(注) 1 上記のほかに当社保有の自己株式 3,780 千株がある。 
2 株式会社三菱ＵＦＪ銀行は、上表のほかに当社株式 375 千株を議決権を留保した退職給付信託とし

て信託設定している。 
3 持株比率は、自己株式(3,780,230 株)を除いて算出している。 
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(4) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 

当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主と一層の

価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象に、当社の取締役その

他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する時まで処分することを認めない譲渡制限

付株式報酬を付与するため、次のとおり株式を交付しております。 
 

 株式の種類及び株式数 交付対象者数 

取締役（社外取締役を除く） 当社普通株式  15,035 株 8 名 

社 外 取 締 役            － － 

監 査 役            － － 
 
 

2  会社役員に関する事項 

(1) 取締役及び監査役に関する事項 
 

役    名 氏    名 担 当 又 は 重 要 な 兼 職 の 状 況 

代表取締役 社 長 藤 倉 正 夫  

取 締 役 常務執行役員 若 林   仁 倉庫事業担当 

取 締 役 常務執行役員 斉 藤   康 経理・情報システム担当 

取 締 役 常務執行役員 木 村 伸 児 工務・港運事業・不動産事業担当 

取 締 役 常務執行役員 木 村 宗 徳 企画・国際輸送事業・海外業務担当、 
国際輸送事業部長 

代表取締役 常務執行役員 斉 藤 秀 親 総務・広報・人事・サステナビリティ推進担当 

取 締 役 若 林 辰 雄 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社特別顧問 

取 締 役 北 沢 利 文 東京海上日動火災保険株式会社相談役 

取 締 役 内 藤 忠 顕 日本郵船株式会社取締役会長 

取 締 役 庄 司 哲 也 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式
会社相談役 

取 締 役 木 村 和 子 国立大学法人金沢大学大学院医薬保健学総合
研究科特任教授 

取 締 役 上席執行役員 中 島 立 志 横浜支店長 

取 締 役 上席執行役員 山 尾  聡 大阪支店長 

常任監査役 ( 常 勤 ) 渡 辺   徹  

監 査 役 ( 常 勤 ) 長谷川 幹 根  

監 査 役 山 田 洋之助 弁護士 

監 査 役 佐 藤 孝 夫 公認会計士 

監 査 役 三 浦 潤 也 菱倉運輸株式会社常勤監査役 
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(注) 1 取締役のうち若林辰雄、北沢利文、内藤忠顕、庄司哲也、木村和子の 5 氏は、会社法第 2 条第 15

号に定める社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同

証券取引所に届け出ている。 

2 監査役のうち長谷川幹根、山田洋之助、佐藤孝夫の 3 氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監

査役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け

出ている。 

3 監査役佐藤孝夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

している。 

4 取締役内藤忠顕氏は、2023 年 3 月 31 日付をもって、日本郵船株式会社取締役会長を退任し、引き

続き同社取締役を務めている。 

5 取締役木村和子氏は、2023 年 3 月 31 日付をもって、国立大学法人金沢大学大学院医薬保健学総合研

究科特任教授を退任し、引き続き同大学名誉教授を務めている。 

6 当期中に退任した取締役は、次のとおりである。(2022 年 6 月 29 日退任) 

取 締 役 奈 良 場  三 郎 取 締 役 西 川 浩 司 

7 2023 年 4 月 1日付をもって、上記のうち次に掲げる取締役の役名及び担当に変更があった。 

     (旧役名)                    (新役名及び担当) 

   代表取締役 社長     藤 倉 正 夫  代表取締役 取締役会長 

  代表取締役 常務執行役員  斉 藤 秀 親  代表取締役 社長 

取締役 常務執行役員      若 林   仁  取締役 専務執行役員(倉庫事業担当) 

    取締役 常務執行役員     斉 藤   康  取締役( ― ) 

   取締役 上席執行役員     山 尾    聡  取締役 常務執行役員(経理・情報システム担当) 

取締役 上席執行役員     中 島 立 志  取締役( ― ) 

8 上記のほか、取締役を兼務しない執行役員は以下の 6名である。(2023 年 4 月 1日現在) 

役   名 氏   名 担 当 又 は 役 職 

常務執行役員 前 川 昌 範 総務・広報・人事・サステナビリティ推進担当、 
総務部長兼広報室長 

上席執行役員 三 浦 晃 雄 名古屋支店長 

執 行 役 員 楠 山   学 情報システム部長 

執 行 役 員 稲 毛 尚 之 東京支店長 

執 行 役 員 向 井   隆 不動産事業部長 

執 行 役 員 越 智 史 朗 企画業務部長 

 

(2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 

当社は、当社の取締役、監査役、執行役員等を被保険者として、会社法第 430 条の 3 第 1

項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執

行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることの

ある損害賠償金、争訟費用等の損害を塡補することとしております。ただし、被保険者の犯
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罪行為、法令違反を認識しながら行った行為、インサイダー取引、違法な利益供与等に起因

する損害は填補対象外とし、一定額に至らない損害を填補の対象としない免責金額を定める

等、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。 

当該保険契約の保険料は当社が全額負担しております。 

 

(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等 

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 

 当社は、当該方針について指名・報酬委員会に諮問し、その答申を得て、これに基づ

き取締役会において次のとおり決議しております。 

(ⅰ) 基本報酬の個人別の報酬等の額、並びに業績連動報酬及び非金銭報酬の内容及び額又

は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を

含む｡) 

取締役の報酬等については、各職責や世間水準を踏まえた額とし、基本報酬、業績連

動報酬及び株式報酬で構成する。 

基本報酬は月例の固定報酬として、株主総会で定められた報酬枠の範囲内で各役位に

応じて支給する。 

業績連動報酬は、社外取締役を除く取締役を対象とする賞与とし、基本報酬と共通の

報酬枠の範囲内で前年度の業績指標に応じて算定した金額を、毎年、一定の時期に支給

する。業績指標(2023 年 2 月 24 日の取締役会で変更)は、企業の営業活動の成果を表す

指標として適当と考えられる「営業利益」、資本の効率性を示す指標として適当と考え

られる「ＲＯＥ(自己資本利益率) 」、三菱倉庫グループ ＥＳＧ経営/ＳＤＧｓ対応に向

けた取組みにおける環境対応の評価指標である「ＣＯ₂排出量削減率」の 3 つとし、予

め設定した算定表に基づき前年度業績指標に応じて金額を算定する。その際、個人別に

設定された課題への取組みに対する評価によって一定程度の加算・減算を行うことがで

きる。 

株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するととも

に、株主と一層の価値共有を進めることを目的として、当該目的を踏まえ相当と考えら

れる金額を、基本報酬と共通の報酬枠の範囲内で、社外取締役を除く取締役を対象に、

当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する時まで処分すること

を認めない譲渡制限付株式報酬付与のための報酬として毎年、一定の時期に支給する。 

(ⅱ) 金銭報酬の額、業績連動報酬の額又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額

に対する割合の決定に関する方針 

個人別に支給される各報酬の割合が、役位毎に期待される職責に応じた適切なインセ

ンティブとなるよう考慮して、各報酬等の個人別支給額を決定する。 
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なお、中長期的な業績と連動させる観点から、月例報酬及び賞与から各役位に応じて

設定された額以上を拠出し、役員持株会を通して自社株式購入に充てることとし、購入

した株式は在任期間中及び退任後１年間はその全てを保有することとする。 

(ⅲ) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 

上記方針に基づき、株主総会に付議する報酬枠設定及び株式報酬支給に係る各議案の

原案並びに各報酬の個人別の配分等については、取締役の指名及び報酬の決定に関する

手続の客観性及び透明性を一層高めることを目的として設置した取締役会の諮問機関で

あり、独立した社外取締役を主要な構成員とする「指名・報酬委員会」で審議を行い、

同委員会の答申に基づき、これらを社外取締役、社外監査役も出席する取締役会で審議

し、決議する。 

 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、上記方針に基づき審議を行った指

名・報酬委員会の答申を得て、これに基づき取締役会が決定したものであることから、そ

の内容が上記方針に沿うものであると判断しております。 

 

② 監査役の報酬等の額又は算定方法に係る決定方針に関する事項 

 監査役の報酬については、株主総会で定められた報酬枠の範囲内で監査役の協議により

決定しております。 

 

③ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項 

 取締役の報酬限度額は年額 6 億円(うち社外取締役に対して年額 1 億円。2019 年 6 月 27 日

開催の第 216 回定時株主総会決議。使用人分給与を含まない｡)、監査役の報酬限度額は

年額 1 億 20 百万円(2019 年 6 月 27 日開催の第 216 回定時株主総会決議)であり、2019 年

6 月 27 日開催の第 216 回定時株主総会終結時点での取締役及び監査役の員数は、取締役

は 15 名(うち社外取締役 4 名)、監査役は 5名であります。 

 また、上記の取締役報酬枠の範囲内で、社外取締役を除く取締役を対象として、譲渡制限

付株式の付与のための金銭報酬を支給することとしており(年額 1 億 50 百万円、当社普通

株式 10 万株を上限とする。2020 年 6 月 26 日開催の第 217 回定時株主総会決議)、2020 年

6 月 26 日開催の第 217 回定時株主総会終結時点での社外取締役を除く取締役の員数は 11

名であります。 
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④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等 

 

区  分 
報酬等の総額 
(百万円) 

報酬等の種類別の総額(百万円) 
対象となる 
役員の員数 

(名) 基本報酬 
賞与 

(業績連動報酬) 

譲渡制限付 

株式報酬 

(非金銭報酬) 

取 締 役 

(うち社外取締役) 

439 

(52) 

334 

(52) 

56 

(－) 

47 

(－) 

15 

(5) 

監 査 役 

(うち社外監査役) 

78 

(42) 

78 

(42) 

－ 

(－) 

－ 

(－) 

5 

(3) 
 

(注) 1  賞与は、社外取締役を除く取締役に対して、基本報酬と共通の報酬枠の範囲内で支給する業績連

動報酬であり、27 頁の「(ⅰ)基本報酬の個人別の報酬等の額、並びに業績連動報酬及び非金銭報

酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関

する方針を含む｡)」に記載のとおり、「営業利益」、「ＲＯＥ(自己資本利益率)」、「ＣＯ₂排出

量削減率」の 3 つを業績指標とし、前年度の業績指標に応じて算定した金額を支給している

(2023 年 2 月 24 日の取締役会で業績指標を変更)。上記の賞与の額は、2022 年 6 月に支給した賞

与(51 百万円)のうち当事業年度に費用計上した額及び 2023 年 6 月に支給予定の賞与(58 百万円)

のうち当事業年度に費用計上した額である。 

賞与に係る業績指標の実績は、次表のとおりである(ＣＯ₂排出量削減率については、算出に時間

を要するため、概算値としている｡) 

 2022 年 6 月支給分 2023 年 6 月支給分 

業 績 指 標 第 219 期(2021 年度) 第 220 期(2022 年度) 
営業利益(連結) 18,144 百万円   23,027 百万円   
経常利益(連結) 23,151 百万円   (対象外) 
Ｒ Ｏ Ｅ(連結) 5.4％   7.8％   
ＣＯ₂排出量削減率 (対象外)        △33.2％   

2 上記の譲渡制限付株式報酬の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額である。 

当該株式報酬の内容及びその交付状況は、1 株式に関する事項 (4) 当事業年度中に職務執行の

対価として会社役員に交付した株式の状況に記載のとおりである。  

3 上記支給額のほか、使用人兼務取締役(当期 2名)の使用人分給与相当額 52 百万円を支給した。 
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(4) 社外取締役に関する事項 

① 他の法人等における重要な兼職の状況 
 

氏  名 会 社 名 役 職 

若 林 辰 雄 
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 
三 菱 マ テ リ ア ル 株 式 会 社 

特 別 顧 問 
社外取締役 

北 沢 利 文 
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 
積 水 ハ ウ ス 株 式 会 社 

相 談 役 
社外取締役監査等委員 
社外取締役 

内 藤 忠 顕 日 本 郵 船 株 式 会 社 取締役会長 

庄 司 哲 也 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 
サッポロホールディングス株式会社 
日 立 造 船 株 式 会 社 
日 本 た ば こ 産 業 株 式 会 社 
サ ー ク レ イ ス 株 式 会 社 

相 談 役 
社外取締役 
社外取締役 
社外取締役 
社外取締役 

木 村 和 子 
国立大学法人金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 
タ カ ラ バ イ オ 株 式 会 社 
一般社団法人医薬品セキュリティ研究会 

特 任 教 授 
社外取締役 
代 表 理 事 

(注) 1 当社は、三菱マテリアル株式会社との間に物流業務受託等の取引がある。 
    2 当社は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行との間に金銭借入及び物流業務受託等の取引がある。 

3 当社は、積水ハウス株式会社との間に物流業務受託等の取引がある。 
4 当社は、日本郵船株式会社との間に物流業務受委託等の取引がある。 
5  当社は、日立造船株式会社との間に物流業務受託等の取引がある。 
6 当社は、日本たばこ産業株式会社との間に物流業務受託等の取引がある。 
7 当社は、国立大学法人金沢大学に寄付講座設立のための寄付を行っている。 
8  当社は、一般社団法人医薬品セキュリティ研究会との間に講演会費用の支払がある。 

 

② 主な活動状況 

若林辰雄氏は、当期に開催した取締役会 12 回全てに出席し、長年にわたり三菱ＵＦＪ

信託銀行株式会社の経営に携わってきた経験を通じて得た知見を活かして、また、金融・

ファイナンス等に対して有する豊富な知識と経験に基づき、独立した客観的な立場から取

締役会において積極的に発言を行い、当社経営陣・取締役に対する監督に努め、取締役と

しての職責を十分に果たしました。 

また、指名・報酬委員会の委員長として、当期に開催した同委員会 4 回中 3 回に出席し、取

締役の指名及び報酬の決定に関する手続の客観性及び透明性の維持・向上に貢献しました。 
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北沢利文氏は、当期に開催した取締役会 12 回全てに出席し、長年にわたり東京海上日

動火災保険株式会社の経営に携わってきた経験を通じて得た知見を活かして、また、リス

クマネジメントやファイナンス等に対して有する豊富な知識と経験に基づき、独立した客

観的な立場から取締役会において積極的に発言を行い、当社経営陣・取締役に対する監督

に努め、取締役としての職責を十分に果たしました。 

また、指名・報酬委員会の委員として、当期に開催した同委員会 4 回全てに出席し、取締

役の指名及び報酬の決定に関する手続の客観性及び透明性の維持・向上に貢献しました。 

内藤忠顕氏は、当期に開催した取締役会 12 回中 11 回に出席し、長年にわたり日本郵船

株式会社の経営に携わってきた経験を通じて得た知見を活かして、また、物流事業等に対

して有する豊富な知識と経験に基づき、独立した客観的な立場から取締役会において積極

的に発言を行い、当社経営陣・取締役に対する監督に努め、取締役としての職責を十分に

果たしました。 

庄司哲也氏は、当期に開催した取締役会 12 回中 11 回に出席し、長年にわたりエヌ・テ

ィ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の経営に携わってきた経験を通じて得た知見を

活かして、また、デジタル新技術を活用した業務革新等に対して有する豊富な知識と経験

に基づき、独立した客観的な立場から取締役会において積極的に発言を行い、当社経営

陣・取締役に対する監督に努め、取締役としての職責を十分に果たしました。 

また、指名・報酬委員会の委員として、当期に開催した同委員会 4 回中 3 回に出席し、取

締役の指名及び報酬の決定に関する手続の客観性及び透明性の維持・向上に貢献しました。 

木村和子氏は、当期に開催した取締役会 12 回全てに出席し、薬学博士として、厚生省

勤務を経て、世界保健機関等の外部機関の要職及び国立大学法人金沢大学教授を歴任した

経験を通じて得た知見を活かして、また、医療・ヘルスケア等に対して有する豊富な知識

と経験に基づき、独立した客観的な立場から取締役会において積極的に発言を行い、当社

経営陣・取締役に対する監督に努め、取締役としての職責を十分に果たしました。 

 

(5) 社外監査役に関する事項 

① 他の法人等における重要な兼職の状況 
 

氏  名 会 社 名 役 職 

佐 藤 孝 夫 アイエックス・ナレッジ株式会社 社外取締役 
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② 主な活動状況 

当期に監査役会を 17 回開催し、長谷川幹根氏は 17 回、山田洋之助氏は 17 回、佐藤孝夫

氏は 16 回出席しております。また、当期に取締役会を 12 回開催し、長谷川幹根氏は 12 回、

山田洋之助氏は 12 回、佐藤孝夫氏は 11 回出席しております。各社外監査役は、商社勤務、

弁護士、公認会計士のそれぞれの経験等に基づく客観的、専門的見地から有益な意見を述

べました。 

 

3  会計監査人に関する事項 

(1) 会計監査人の名称 

有限責任 あずさ監査法人 

(2) 公認会計士法第 2条第 1 項の監査業務の報酬 

 71 百万円 

(注) 1 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見 
積りの算出根拠等を確認のうえ、会計監査人の報酬等につき、会社法第 399 条第
1 項の同意を行っている。 

2 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取
引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分で
きないので、報酬額にはこれらの合計額を記載している。 

(3) 公認会計士法第 2条第 1 項の業務以外の業務の内容 

   当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第 2 条第 1 項の業務以外の業務(非監査業務)
であるアドバイザリー業務を委託しております。 

(4) 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 

 90 百万円 

(注) 当社の重要な子会社のうち、三菱倉庫(中国)投資有限公司、インドネシア三菱倉庫
会社及び欧州三菱倉庫会社は、当社の会計監査人以外の監査法人(外国におけるこれ
らの資格に相当する資格を有する者を含む｡)の監査(会社法又は金融商品取引法(こ
れらの法律に相当する外国の法令を含む｡)の規定によるものに限る｡)を受けている。 

(5) 解任又は不再任の決定の方針 

当社は、会社法第 340 条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が

職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人の変更が必要と判断される

場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に

提出いたします。 
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６支店(長)
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常務執行役員
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査

役

会
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査

役

監査役室

常 務 会

危機管理委員会

グループ経営連絡会

指名・報酬委員会

Ⅲ 会社の体制及び方針

1 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適

正を確保するための体制

当社は、役職員が職務執行に当たって遵守すべき準則、憲章として「行動基準」を次のとお

り制定し、関係法規の遵守を徹底、加えて環境保全、社会貢献等にも積極的に取り組む姿勢を

明確にしております。

① わが社は、法令及びルールを遵守し、社会規範にもとることのないよう誠実かつ公正に

企業活動を遂行する。

② わが社は、適時適切に企業情報を開示し、広く社会とのコミュニケーションを図る。

③ わが社は、市民社会の秩序安全に脅威を与える反社会的勢力とは、引続き一切の関係を

持たない。

④ わが社は、環境問題の重要性を認識し、環境保全の活動に協力する。

⑤ わが社は、安全、良質で社会的に有用なサービスを提供するとともに、地域社会、国際

社会との調和を念頭に「良き企業市民」として社会貢献活動に努める。

＜会社の機関等の関連図（2023年３月31日現在）＞

2023年05月24日 02時02分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）
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当社は、この行動基準の下、役職員の適正な職務執行と会社業務の適正を確保するため、

「内部統制システムの整備に関する基本方針」を次のとおり制定しております。 

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

重要な意思決定は、付議基準を明確化した取締役会規則に則って原則月１回開催される取

締役会において審議し決議する。職務執行については、取締役の担当を定め、各取締役が法

令・定款に従って責任を持って担当に係る職務を執行する。 

監査役は、重要な稟議書を閲覧するとともに、取締役会、常務会及び支店長会議等に出席

して重要な意思決定及び職務執行の状況を把握し、意見を述べる。 

(2) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社「行動基準」及び社内規則を周知徹底するとともに、内部監査部門が年間監査計画に

基づき法令遵守や職務執行状況の監査に当たり、その結果を社長に報告し、監査結果の改善

状況を検証する。 

また、法令・定款に抵触するおそれのある行為を防止又は早期に発見して是正するため

内部通報窓口(ヘルプライン)を設置する。 

更に、内部統制・コンプライアンス委員会を設置して、内部統制機能の整備状況、コンプ

ライアンス態勢を検証し充実を図る。 

(3) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役会議事録、取締役の職務執行に係る重要文書等は、法令及び社内規則に則って適切

に保存、管理する。 

(4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

危機管理基本マニュアル等の徹底を図るとともに危機管理委員会を設置して、事業リスク、

財務・法務に係るリスク等の未然防止並びに自然災害の予防強化に努める。また、リスクが

発生した場合には「対策本部」を設置して全社をあげた支援と対策を集中的に実施すること

により、損失の極小化と平常業務への早期復帰に努める。 

(5) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

経営・監督機能及び業務執行機能の強化並びに経営の効率化・意思決定の迅速化等コーポ

レートガバナンスの一層の強化を目的として執行役員制度を導入し、取締役及び執行役員は、

経営の効率性と健全性を堅持しつつ、経営計画に則して各担当に係る職務を執行する。 

また、重要な職務執行については、全役付取締役及び常務執行役員以上の役付執行役員で

構成し毎週１回程度開催する常務会(常勤監査役がオブザーバーとして出席)において十分な

資料に基づき協議するとともに、取締役会において決議又は執行状況の報告を行う。 
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(6) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

・当社から子会社に役員を派遣し、子会社の業態に応じた行動基準を整備するとともに、子

会社の取締役の職務の執行が経営計画に則して効率的に行われるよう管理する。 

・関係会社管掌規則に則って、子会社の重要な職務執行については事前に当社と協議するほ

か、子会社の業務執行状況、財務状況等について、担当の常務執行役員以上の役付執行役

員が子会社から定期的に、または必要に応じて報告を受ける。 

・当社と重要な子会社で構成するグループ経営連絡会を年 2 回程度開催し、当社グループ全

体の業務の適正を確保する。 

・サステナビリティ委員会を設置して、当社グループのＥＳＧ経営/ＳＤＧｓ対応に向けた取組

みに関する施策・目標値の検討と進捗管理、その他取組みの推進に関する事項を審議する。 

・内部監査部門が子会社の法令遵守や業務執行状況を監査し、その結果を社長に報告すると

ともに、監査役､内部監査部門と子会社の監査役が連携して、必要に応じて当社グループ

全体の業務の適正化につき意見を述べる。 

・子会社における法令・定款に抵触するおそれのある行為を防止又は早期に発見して是正す

るため、当社と共通の内部通報窓口(ヘルプライン)を設置する。 

・子会社の損失の危険に対しては、危機管理基本マニュアル等により管理するとともに、子

会社はその業態に応じた危機管理体制を整備する。 

・財務報告の信頼性を確保するための内部統制については、適切に体制を整備し、運用する。 

(7) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項 

監査役の職務を補助すべき部署として監査役室を設置し、専任者を配置する。 

(8) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実

効性の確保に関する事項 

監査役室の専任者は職制上監査役直属とし、その人事に係る事項等については、監査役会

と事前協議する。 

(9) 取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人(これらの者から報告を受けた者を含む｡)

が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人(これらの者から報告を受けた者を含む｡)

はその職務執行状況及び財務状況等について定期的に監査役に報告するとともに、内部監査

部門は内部監査の結果を監査役に報告する。 

また、取締役及び使用人並びに子会社の役員及び使用人(これらの者から報告を受けた者を

含む｡)は経営に重要な影響を及ぼす事項について、都度監査役に報告する。 
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(10) 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと

を確保するための体制 

内部通報を含め監査役へ報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行わない。 

(11) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務については、法令に則って適正に処理

する。 

(12) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は、会計監査人から定期的に監査の状況の報告を受けるとともに、内部監査部門に

よる内部監査を活用して実効的な監査を行う。 

取締役及び使用人は、監査に際し、監査役に協力して必要な情報を適時に提供する。 
 
2  上記１の体制の運用状況の概要 

当社は、上記の「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、当社及び子会社の

内部統制システムを構築し運用しております。 

当期の内部統制システムの運用状況の概要は次のとおりです。 

(1) 取締役及び使用人の職務執行に関する状況 

・取締役会を 12 回開催し、重要な意思決定について審議し決議するとともに、重要な職務

の執行状況について担当の取締役から報告を行っている。 

・全役付取締役及び常務執行役員以上の役付執行役員で構成し社長が主宰する常務会(常勤

監査役がオブザーバーとして出席)を毎週 1 回程度開催し、経営に関する重要事項の協議

を行っている。 

・各役付取締役及び常務執行役員以上の役付執行役員は、常務会の協議を踏まえ、業務分掌

に沿い責任を持って経営計画[2022-2024]に基づく施策をはじめ担当業務の執行を行って

いる。 

・支店長のほか、取締役、執行役員、監査役及び本店部室長で構成する支店長会議を毎月 1

回程度、計 11 回開催し、職務執行状況の報告・確認等を行っている。 

・内部統制・コンプライアンス委員会及び危機管理委員会を各 1 回、サステナビリティ委員

会を 3 回それぞれ開催し、各委員会独自の観点から全社業務の執行状況を検証している。

また、新型コロナウイルス感染症対策のため、危機管理基本マニュアルに基づき危機管理

委員会と協議のうえ、社長を本部長とする対策本部を設置している。 

・当社「行動基準」及び社内規則を周知徹底するため、社内研修を行うとともに、役職員に

対するアンケート調査等により遵守状況を確認している。 
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・作成した取締役会議事録、取締役の職務執行に係る重要文書等は、法令及び社内規則に定

める保存年限に従って各担当部署が管理している。 

(2) 当社及び子会社から成る企業集団に関する状況 

・当社グループに発生する損失の危険を管理するため、危機管理基本マニュアルを作成し、

周知徹底している。 

・子会社に当社役職員を役員として派遣し、子会社の業務を執行又は監査・監督することに

より子会社を管理している。 

・各子会社を管轄する部署を定め、当該部署は子会社の重要な職務執行について子会社と協

議を行い、子会社から定期的に財務状況等について報告を受け、担当の常務執行役員以上

の役付執行役員及び監査役に報告している。また、当社と重要な子会社で構成するグルー

プ経営連絡会を 2 回開催し、経営計画[2022-2024]に基づく施策の進捗状況をはじめ業績、

課題等について報告、確認を行っている。 

・財務報告に係る内部統制については、その運用及び評価に関する当社グループの体制、

手順及び方法等の基本的な方針を定める「内部統制評価方針書」に基づき有効性の評価

を行っている。 

(3) 監査役、内部監査及び内部通報に関する状況 

・監査役は、代表取締役たる社長と定期的な会合等により情報交換するほか、取締役会、常

務会、支店長会議等の重要な会議に出席し、稟議書等の取締役の職務執行に係る重要文書

等を閲覧するとともに、年間監査計画に基づき当社の監査及び子会社等の調査や取締役等

へのヒアリングを行っている。また、監査役会を 17 回開催し、会社の状況及び監査結果

等の情報を共有している。 

・監査役、内部監査部門、会計監査人及び子会社の監査役は、それぞれの年間監査計画の策

定及び実施等において、定期的な打合せや随時情報交換を行い、実効的かつ効率的に職務

を遂行している。 

・監査役の職務遂行を補助するため、本店に監査役室(専任 1 名)を設置している。当該専任

者は監査役の指示に従い業務を遂行し、その人事に係る事項等については監査役会と事前

協議している。 

・監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務については、監査役からの請求に応じ法

令に則って適正に処理している。 

・内部監査部門として本店に監査部(専任 8 名)を設置するほか監査補助者(2 名)を配置、各

支店に監査人(各 1 名)及び監査補助者(各 2 名)を配置し、年間監査計画に基づき当社及び

グループ各社の監査を行っている。監査結果は社長及び監査役に報告し、四半期毎に改善

状況を検証している。 
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・当社グループ共通の内部通報窓口を監査役室を含め複数設置し、通報者に不利益取扱いを

行わないことを社内規則で定めている。 

 

3  会社の支配に関する基本方針 

当社グループの主たる事業は、倉庫事業を中核とする物流事業並びにビル賃貸を中心とする

不動産事業であります。 

物流事業については、倉庫事業を中核として陸上運送・国際運送取扱・港湾運送の各事業を

ＤＸ等新技術の活用により有機的かつ総合的に運営することを目指し、不動産事業については、

所有地の立地に適した活用により、主としてオフィスビル・商業施設の賃貸事業の展開を図っ

ております。 

両事業はいずれも社会インフラを担う事業であり、これら事業のフェアな遂行を通じて、適

正な利潤の確保と安定した成長を図り、株主及び社員に報いるとともに、災害に強く安心・安

全なインフラサービスの提供や事業遂行における環境負荷低減等により社会課題を解決し、社

会や顧客の事業を守り、豊かで持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 

そして両事業とも、事業に適した土地、建物、設備等の確保と、それを活かす事業計画の立

案及び遂行が必要であるため、人的資本である人材の確保・育成に取り組むとともに、事業の

持続的な拡大・発展を目指して、資金をはじめとする経営資源は、長期的視野に立ち、継続的、

計画的に投入しております。 

 

当社は、当社株式の大量取得を目的とする買付けの意義を一概に否定するものではありませ

んが、上記に反するような当社の企業価値ひいては株主の共同の利益を損なう買付けは適切で

ないと考えております。 

現在のところ、当社株式を大量に取得しようとする者の存在は認識しておりませんが、当社

株式の異動状況を常に注視し、このような考え方に反して当社株式を大量に取得しようとする

者が出現した場合には、それが当社の企業価値、株主共同の利益向上に資するものでないとき

は、適切な対抗措置を検討し、速やかに実施する体制を整えることとしております。 

 
 

 

以上のご報告は、特に注記のない限り、次により記載しております。 

1 金額及び株数は、単位未満を切捨。 

2 比率は、小数点以下第２位を四捨五入。 

3 株数又は比率が零であるときは、｢－｣として表示。 
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連 結 貸 借 対 照 表 
 
 

 

( 2023 年 3 月 31 日現在 ) 

科    目 金   額 科    目 金   額 
 
(資 産 の 部) 

流  動  資  産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 

営 業 未 収 金 

有 価 証 券 

販 売 用 不 動 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

固  定  資  産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

そ の 他 

無 形 固 定 資 産 

借 地 権 

そ の 他 

投 資 そ の 他 の 資 産 

投 資 有 価 証 券 

長 期 貸 付 金 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

投 資 損 失 引 当 金 

 
百万円 

 〔   124,331〕 

62,004 

616 

43,819 

2,000 

8,041 

7,894 

△      43 

〔  449,357〕 

（  281,952） 

134,448 

4,996 

129,576 

4,959 

7,971 

（   12,599） 

7,722 

4,877 

（  154,806） 

144,282 

172 

2,956 

7,454 

△      39 

△      20 

 
(負 債 の 部) 

流  動  負  債 

支払手形及び営業未払金 

短 期 借 入 金 

１年内償還予定の社債 

未 払 法 人 税 等 

そ の 他 

固  定  負  債 

社 債 

長 期 借 入 金 

長 期 預 り 金 

繰 延 税 金 負 債 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 

退 職 給 付 に 係 る 負 債 

     そ の 他 

百万円 

〔    90,396〕 

24,844 

40,313 

5,000 

6,931 

13,307 

〔   128,859〕 

36,000 

23,970 

22,647 

36,352 

66 

8,414 

1,408 

負 債 合 計 219,256 

   (純 資 産 の 部) 

株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 

為 替 換 算 調 整 勘 定 

退職給付に係る調整累計額 

非 支 配 株 主 持 分 

 

  〔   281,923〕

22,393 

19,059 

252,759 

△  12,289 

〔    68,873〕

64,749 

4,235 

△     111 

〔     3,635〕 

純 資 産 合 計 354,432 

資  産  合   計 573,689 負 債 純 資 産 合 計 573,689 
 

(単位未満切捨) 
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連 結 損 益 計 算 書 
 
 

 

（2022 
2023 

年 
年 

4 月 
3 月 

1 
31 

日 
日 

から 
まで ） 

 

科      目 内   訳 金   額 
営 業 収 益 百万円 百万円 
倉 庫 保 管 料 29,904  
倉 庫 荷 役 料 21,090  
陸 上 運 送 料 51,846  
港 湾 荷 役 料 17,957  
国 際 運 送 取 扱 料 115,848  
不 動 産 賃 貸 料 33,663  
そ の 他 30,283 300,594 

営 業 原 価   
作 業 運 送 委 託 費 151,466  
人 件 費 41,873  
施 設 賃 借 費 10,708  
減 価 償 却 費 15,272  
そ の 他 46,577 265,898 

営 業 総 利 益  34,695 
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  11,667 

営 業 利 益  23,027 
営 業 外 収 益   
受 取 利 息 293  
受 取 配 当 金 5,422  
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 1,423  
為 替 差 益 330  
そ の 他 341 7,812 

営 業 外 費 用   
支 払 利 息 532  
投 資 事 業 組 合 運 用 損 118  
そ の 他 142 794 

経 常 利 益  30,046 
特 別 利 益   
固 定 資 産 処 分 益 2,428  
投 資 有 価 証 券 売 却 益 9,598  
施 設 解 約 補 償 金 330 12,356 

特 別 損 失   
固 定 資 産 処 分 損 511  
減 損 損 失 173  
投 資 有 価 証 券 売 却 損 15  
投 資 有 価 証 券 評 価 損 751 1,451 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  40,951 
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 11,095  
法 人 税 等 調 整 額 2,107 13,202 

当 期 純 利 益  27,748 
非支配株主に帰属する当期純利益  522 

親会社株主に帰属する当期純利益  27,226 
 

(単位未満切捨) 
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連結株主資本等変動計算書 
 
 

 

( 2022 
2023 

年 
年 

4 月 
3 月 

1 
31 

日 
日 

から 
まで )  (単位：百万円)

  

 
株   主   資   本 

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計 

当 期 首 残 高 22,393 19,600 250,528 △  20,747 271,775 

当 期 変 動 額      

剰 余 金 の 配 当   △    6,595  △    6,595 

親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益 

  27,226  27,226 

自 己 株 式 の 取 得    △   10,003 △   10,003 

自 己 株 式 の 処 分  3  56 60 

自 己 株 式 の 消 却  △        5 △   18,399 18,405 - 

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動 

 △      539   △      539 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 (純 額 ) 

     

当 期 変 動 額 合 計 - △      541 2,231 8,458 10,148 

当 期 末 残 高 22,393 19,059 252,759 △   12,289 281,923 
  

 
その他の包括利益累計額 

非支配 
株主持分 

純資産合計 その他有価証
券評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

退職給付に係る 
調 整 累 計 額 

その他の包括 
利益累計額合計 

当 期 首 残 高 69,997 1,788 523 72,309 3,674 347,759 

当 期 変 動 額       

剰 余 金 の 配 当      △    6,595 

親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益 

     27,226 

自 己 株 式 の 取 得      △   10,003 

自 己 株 式 の 処 分      60 

自 己 株 式 の 消 却      - 

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動  

     △      539 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 (純 額 ) 

△  5,247 2,446 △    635 △  3,436 △    39 △    3,475 

当 期 変 動 額 合 計 △  5,247 2,446 △    635 △  3,436 △    39 6,672 

当 期 末 残 高 64,749 4,235 △    111 68,873 3,635 354,432 
 (単位未満切捨) 



― 42 ― 

連 結 注 記 表 
 
 

 

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等 
 

1  連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社 

連結子会社の数 48 社 

主要な会社名 

富士物流㈱、菱倉運輸㈱、ダイヤビルテック㈱、神菱港運㈱、三菱倉庫(中国)投資有限公司、 

インドネシア三菱倉庫会社、米国三菱倉庫会社、欧州三菱倉庫会社 

(2) 非連結子会社 

主要な会社名 

ダイヤロジスティックス マレーシア会社 

非連結子会社は、それぞれ小規模であり、合計の総資産、営業収益、当期純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見合う額)等がいずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、

連結の範囲から除いております。 

2  持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社 

持分法を適用した非連結子会社はありません。 

持分法を適用した関連会社の数 3 社 

主要な会社名 

エム・ワイ・ターミナルズ・ホールディングス㈱、㈱草津倉庫 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社 

主要な会社名(非連結子会社) 

ダイヤロジスティックス マレーシア会社 

主要な会社名(関連会社) 

中谷運輸㈱ 

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 

3 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は、米国三菱倉庫会社等の海外子会社 17 社を除き連結決算日と同じであ

ります。 

米国三菱倉庫会社等の海外子会社 17 社の決算日は 12 月 31 日でありますが、連結計算書類の作成にあ

たっては 12 月 31 日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について連結上

必要な調整を行っております。 
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4  会計方針に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によ 

っております。 

市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法によっております。 

② デリバティブ 

時価法によっております。 

③ 棚卸資産(販売用不動産) 

個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①  有形固定資産(リース資産を除く) 

定率法によっております。ただし、倉庫用施設(建物本体)、賃貸用商業施設(建物本体)並びに   

2016 年 4 月 1日以降取得の建物附属設備及び構築物については定額法によっております。 

なお、耐用年数は法人税法の規定によっておりますが、賃貸用商業施設(建物本体)については 20

年を基準とし賃貸借契約年数等を勘案して決定しております。 

② 無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5～10 年)に基づく定額法

により償却しております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売掛金、貸付金等債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

② 投資損失引当金 

市場価格のない株式・出資の実質価額低下による損失に備えるため、発行会社の純資産額が簿価

を下回るものについて回復の可能性を考慮した引当額を計上しております。 

③ 役員退職慰労引当金 

一部の連結子会社において、役員の退職慰労金の支出に備えるため、会社所定の基準による当期

末要支給額を計上しております。 
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(4) 退職給付に係る会計処理の方法 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。 

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法 

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5～15

年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から償却しております。過去勤務費用は、

その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11～15 年)による定額法により償却し

ております。 

(5) 収益及び費用の計上基準 

① 物流事業 

(ⅰ) 倉庫事業 

主な履行義務は寄託を受けた貨物の倉庫における保管及び入出庫荷役を行うことであり、保管

では寄託貨物の保管又は保管区画の供与開始以降一定の保管期日到来時点、入出庫荷役では荷

役作業完了時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。 

(ⅱ) 陸上運送事業 

主な履行義務は貨物自動車等による運送、利用運送を行うことであり、貨物の出荷又は引取以

降運送を実施した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。 

(ⅲ) 港湾運送事業 

主な履行義務は港湾において沿岸荷役･船内荷役等を行うことであり、荷役作業完了時点で履

行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。 

(ⅳ) 国際運送取扱事業 

主な履行義務は海運貨物取扱を含む国際間の物品運送の取扱を行うことであり、海運貨物取扱

では通関申告等を含めた輸出入関連手続の完了時点、また国際間の貨物輸送では船舶又は航空

機への貨物の積載以降輸送を実施した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識して

おります。 

② 不動産事業 

(ⅰ) 不動産賃貸事業 

主に不動産賃貸業務、不動産管理業務があり、不動産賃貸業務についてはリース取引であり、

顧客との契約から生じる収益以外の収益であります。不動産管理業務の主な履行義務は賃貸施

設のメンテナンスや清掃、事務等のサービスを提供すること等であり、一連の業務の役務提供

を実施した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。 

(ⅱ) その他 

主な履行義務は販売用不動産の引き渡し等であり、主に顧客に販売用不動産を引き渡した時点

で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。 

(6) のれんの償却方法及び償却期間 

のれんは 5～10 年間で均等償却しておりますが、金額が僅少の場合は発生年度に全額償却すること

としております。 
 



― 45 ― 

会計上の見積りに関する注記 
 

会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。

当期の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌期の連結計算書類に重要な

影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。 

固定資産の減損損失の認識の要否 

1 当期の連結計算書類に計上した金額 

土地・建物等の時価下落により減損の兆候があると判断し、継続的使用と使用後の処分によって生

ずると見込まれる割引前将来キャッシュ・フローの総額をもって減損損失の認識の要否の検討を行

った重要な資産グループ 1 拠点(帳簿価額合計 4,366 百万円。以下「検討を行った資産グループ」と

いう｡)について、当該割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産グループの固定資産の帳簿価額

を超えると判断したため、減損損失は計上しておりません。 

2 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

当社グループは、原則として、プロフィットセンター(課所又は施設等の収支集計単位)等を基準と

して資産のグルーピングを行っております。 

土地・建物等の時価下落や収益性低下等により減損の兆候があると認められる場合には、資産グル

ープから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損

損失の認識の要否を判定します。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を

下回り減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額又は使用価値の

いずれか高い価額)まで減額し、当該帳簿価額の減少額は減損損失として認識します。 

検討を行った資産グループの継続的使用によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローは、

過年度の実績を根拠として立案した事業計画を基礎としておりますが、安定した営業収益の計上、

将来の修繕計画及び主要な資産の今後の使用見込み等を主要な仮定としており、不確実性が否めな

いため、今後の経過によっては将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす可能性があ

ります。 
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連結貸借対照表に関する注記事項 
 

1  有形固定資産減価償却累計額 338,946百万円 

2  固定資産の圧縮記帳累計額 6,599百万円 

3  担保資産 

担保に供している資産 

土地 744百万円 

上記に対応する債務 

短期借入金 150百万円 

流動負債「その他」 64百万円 

長期借入金 142百万円 

長期預り金 1,000百万円 

4  保証債務 

他社の借入金に対する債務保証 544百万円 
 
 

連結損益計算書に関する注記事項 
 

減損損失 

当期において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 
 

場 所 用 途 種 類 金額(百万円） 

東京都江東区 倉庫施設 建物、工具器具等 160 

大阪府大阪市 倉庫施設 建物、工具器具等 12 
 

減損損失の算定にあたっては、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位に拠って資産のグルーピングを行っております。 

上記資産グループについては、営業活動による収益性の低下が認められ、短期的な回復が見込まれないた

め、当該資産グループに係る資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額 173 百万円(建物 113

百万円、工具器具 29 百万円、その他 31 百万円)を減損損失として特別損失に計上しました。 

なお、回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローが見込まれないことから

零として評価しております。 
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連結株主資本等変動計算書に関する注記事項 
 

1  発行済株式の種類及び総数に関する事項 

期末日における発行済株式の総数 普通株式 81,960,739 株

2 配当金に関する事項 

(1) 配当金支払額 
 

決 議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 
配 当 額 

基準日 効力発生日 

2022 年 6 月 29 日 
定時株主総会 

普通株式 3,329 百万円 41 円 2022 年 3 月 31 日 2022 年 6 月 30 日 

2022 年 10 月 31 日 
取締役会 

普通株式 3,265 百万円 41 円 2022 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 1 日 

 
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当期末後となるもの 

2023 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会において、次のとおり付議いたします。 

普通株主の配当に関する事項 

(ⅰ) 配当金の総額 3,830 百万円

(ⅱ) 配当の原資 利益剰余金

(ⅲ) １株当たり配当額 49 円

(ⅳ) 基準日 2023 年 3 月 31 日

(ⅴ) 効力発生日 2023 年 6 月 30 日

 

金融商品に関する注記事項 
 

1  金融商品の状況に関する事項 

当社グループは、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達し、一時的な余資は安全性の高い預金

や公社債等により運用しております。 

受取手形及び営業未収金に係る顧客の信用リスクについては、与信管理規程に沿って取引先ごとに期

日管理及び残高管理を行うなど、リスク低減を図っております。 

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把握を行っております。 

借入金は、短期は主に運転資金、長期は主に設備投資資金であり、一部の変動金利の長期借入金につ

いて、金利変動リスクを回避するため、金利スワップ取引をヘッジ手段として利用することがありま

す。なお、デリバティブは、実需に伴う取引に限定して実施することとしております。 
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2  金融商品の時価等に関する事項 

2023 年 3 月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。 
 

 
連結貸借対照表 
計  上  額 

時    価 差    額 

(1) 投資有価証券 百万円 百万円 百万円 

その他有価証券 (※2) 109,679 109,679 - 

資産計 109,679 109,679 - 

(1) 社 債 (※3) 41,000 39,438 △ 1,561 

(2) 長期借入金 (※4) 31,072 31,087 15 

(3) 長期預り金 22,647 22,573 △    73 

負債計 94,720 93,100 △ 1,619 
 

(※1）｢現金及び預金」、｢受取手形」、｢営業未収金」、｢有価証券」、｢支払手形及び営業未払金」、

｢短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に

近似するものであることから、記載を省略しております。 

(※2）市場価格のない株式等は、｢(1) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連

結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。 
 

区分 当期(百万円） 

非上場株式・その他 34,602 
 

(※3）1年以内に償還予定の社債を含めております。 

(※4）1年以内に返済予定の長期借入金を含めております。 

 

3  金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。 

レベル１の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価  

レベル２の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 
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(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 

当期(2023 年 3 月 31 日) 
 

区分 
時価(百万円) 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券     

その他有価証券     

株式 109,679 - - 109,679 

資産計 109,679 - - 109,679 
 
(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

当期(2023 年 3 月 31 日) 
 

区分 
時価(百万円) 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

社債 - 39,438 - 39,438 

長期借入金 - 31,087 - 31,087 

長期預り金 - - 22,573 22,573 

負債計 - 70,526 22,573 93,100 
 

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

投資有価証券 

上場株式の時価は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されてい

るため、レベル１の時価に分類しております。 
 

社債 

当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しておりますが、活発な市場で取引され

ているわけではないためレベル２の時価に分類しております。 

 

長期借入金 

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを考慮した利率

を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。 

 

長期預り金 

長期預り金の時価は、将来のキャッシュ・フローを当該債務の見積り残存期間及び信用リスクを

考慮した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル３の時価に分類しております。 
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賃貸等不動産に関する注記事項 
 

当社及び一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等(土地を含む｡)を有

しております。 
(単位：百万円) 

 
連結貸借対照表計上額 時  価 

135,917 408,123 
 
(注 1) 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。  

(注 2) 当期末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。 

 
 
収益認識に関する注記 
 

1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 
                                                         (単位：百万円) 

 

 
報告セグメント 

物流事業 不動産事業 計 

営業収益    

倉庫保管料 29,904 - 29,904 

倉庫荷役料 21,090 - 21,090 

陸上運送料 51,846 - 51,846 

港湾荷役料 17,957 - 17,957 

国際運送取扱料 115,848 - 115,848 

不動産賃貸料 242 8,076 8,318 

その他 22,907 7,340 30,248 

顧客との契約から 
生じる収益 

259,797 15,416 275,214 

その他の収益 3,399 21,980 25,380 

外部顧客に対する 
営業収益 

263,196 37,397 300,594 

 
(注) その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入等であります。 
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2 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報 

(1) 契約負債の残高等 
                            (単位：百万円) 

 
 当期 

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 39,275 

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 44,435 

契約負債(期首残高) 449 

契約負債(期末残高) 1,748 
  

(注 1) 契約負債は、主に不動産事業におけるマンション販売による顧客からの前受金であります。 

契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。 

(注 2) 契約負債は連結貸借対照表上、流動負債の「その他」に含まれております。 
 
(2) 残存履行義務に配分した取引価格 

当社グループにおいては、予想契約期間が 1 年を超える重要な取引はありません。また、顧客との

契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。 
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１株当たり情報に関する注記事項 
 

1  １株当たり純資産額 4,489 円 01 銭

2  １株当たり当期純利益 342 円 00 銭

 

重要な後発事象に関する注記事項 
 

(医薬品・ヘルスケア物流並びに米国政府機関向け物流を提供する米国及び英国物流会社の株式取得) 

当社は、2023 年 4 月 28 日、医薬品・ヘルスケア物流並びに米国政府機関向け物流を提供する、米国の

Cavalier Logistics Management Ⅱ, Inc.、Cavalier International Air Freight, Inc.、DC Dyna, 

Inc.、及び英国の Cavalier Logistics U.K. Limited.の 4 社(以下「Cavalier Logistics グループ」と

いう｡)の株式を当社が新たに米国に設立する子会社(以下「米国子会社」という｡)を通じて取得する(以

下「本株式取得」という｡)ために、株式譲渡契約を締結いたしました。 

なお、本株式取得は、関係当局等の認可・承認が前提となります。今後速やかに手続を進め、最終契約

書における前提条件を充足することを前提に 2023 年 8 月 1日を目途に完了する見込みです。 

本株式取得の手法は、米国子会社が、Cavalier Logistics グループの合計発行済株式総数の 90％相当を

取得し、残る 10％相当に係る Cavalier Logistics グループ各社の発行済株式を保有する Cavalier 

Logistics グループの現 CEO 及び現 CFO からそれぞれ現物出資を受けることで、Cavalier Logistics グ

ループの合計発行済株式のすべてを取得いたします。なお、上記現物出資の対価として、現 CEO 及び現

CFO に対して、米国子会社は、同社の発行済株式総数の 10%相当(議決権所有割合：10.0％)を新たに交付

するため、当社は米国子会社の発行済株式総数の 90%相当の株式(議決権所有割合：90.0％)を保有する株

主となります。 

なお、Cavalier Logistics グループは、受託している米国国務省に係る物流業務について、米国におけ

る外資規制の関係から、Cavalier Logistics グループの現 CEO が新会社を設立して Cavalier Logistics

グループからスピンオフすることとしており、本株式取得は、当局から当該新会社の事業運営に係る承

認を取得することを、実行の条件としています。また、本株式取得は、対米外国投資委員会(CFIUS)が本

株式取得を承認すること(承認には、対米外国投資委員会が本件買収につき届出が不要である旨の回答が

なされたことを含みます｡)を、実行の条件としています。 
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1 企業結合の概要 

(1）被取得企業の名称及びその事業の内容 

被取得企業の名称    Cavalier Logistics Management Ⅱ, Inc. 

Cavalier International Air Freight, Inc. 

DC Dyna, Inc. 

Cavalier Logistics U.K. Limited. 

事業の内容      管理業務、物流業務 

(2）企業結合を行う主な理由 

Cavalier Logistics グループは、米国及び英国内で主にバイオ医薬品、ヘルスケア等一般企業向 

け並びに米国政府機関向けのロジスティックソリューションに特化した高度なサプライチェーンを

構築し、近年業績を伸ばしている物流企業であり、長年当社の米国拠点に於けるパートナーとして

良好な関係を築いています。 

また、当社は長期ビジョンである「ＭＬＣ2030 ビジョン」の戦略に則り、米国・欧州における医

療・ヘルスケア物流の事業拡大を図ることとしており、Cavalier Logistics グループを傘下に収

めて基盤を構築することで、日米欧一体で営業を行う体制を築くことができます。 

米国では最先端の研究や治療が多数行われており、グローバルな医薬品市場に比べ、今後も高い成

長を続けるものと見込まれています。その様な市場において、お客様に高品質なロジスティクスサ

ービスを提供し、更には様々な社会課題の解決に貢献することで、当社グループの医療・ヘルスケ

ア物流におけるプレゼンスを高めていきます。 

(3) 企業結合日 

2023 年 8 月 1日(予定) 

(4) 結合後企業の名称 

   結合後企業の名称に変更はありません。  

(5) 取得する議決権比率 

   当社が議決権比率 90％を有する米国子会社を通じて、100％の議決権を取得する予定でおります。 

(6) 取得企業を決定するに至った根拠 

米国子会社が、現金を対価として発行済株式総数の 90％相当を取得し、残る 10％相当に係る発行

済株式の現物出資を受けることで、Cavalier Logistics グループの合計発行済株式のすべてを取

得するため。 

2 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳 

現時点では確定しておりません。 

3 主要な取得関連費用の内訳及び金額 

現時点では確定しておりません。 

4 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び期間 

現時点では確定しておりません。 

5 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

現時点では確定しておりません。 
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(ベトナム・In Do Trans Logistics Corporation の株式追加取得) 

当社は 4 月 26 日、ベトナムの物流企業である In Do Trans Logistics Corporation(以下｢ITL｣という｡)

の株式を追加取得しました。これにより、当社の議決権比率は 20.5％となり、同社は当社の持分法適用

関連会社になりました。 

 

1  本株式取得の背景と目的 

当社と ITL は、2011 年に合弁会社「MLC ITL Logistics Company Limited」(出資比率：当社 51％、

ITL49％。以下｢MLC ITL｣という｡)を設立し、近年目覚ましい経済発展を遂げているベトナムにおいて、

倉庫、国内輸送、流通加工、航空・海上輸出入貨物取扱い等のロジスティクス事業を共同で展開し、

長年にわたり良好な関係を築いてまいりました。現在、MLC ITL は、ホーチミン及びハノイ両地区で

物流拠点を運営しています。 

この間、当社グループでは、2030 年に目指す姿として「ＭＬＣ2030 ビジョン」を策定し、東南アジ

ア(ASEAN)等において増加が見込まれるコールドチェーン需要を狙い、「医療・ヘルスケア」「食

品・飲料」分野におけるお客様のサプライチェーンのサポート体制拡充とフォワーディング事業の強

化を進めることを方針として掲げました。 

一方、ITL もベトナム国内においてコールドチェーン物流に注力しているほか、近年では港湾物流に

進出するなど、当社グループと親和性の高い事業を展開しています。 

こうした中、当社は昨年 8 月に続き ITL の株式を追加取得し、ITL とのパートナーシップを更に強化

することで大きなシナジーが見込まれるほか、引き続き双方のノウハウや顧客ネットワークを組合わ

せることで、ベトナム国内だけでなくインドシナ半島全域での事業拡大を目指します。 

2  本株式取得の内容 

(1) 取得比率 発行済株式総数の 6.87％(追加取得後の出資比率は 20.5％) 

(2) 株式取得日 2023 年 4 月 26 日 

(3) 取得方法 既存の主要株主からそれぞれ一部の株式を取得 

 

In Do Trans Logistics Corporation について 

(1) 設立 2000 年 1 月 1日 

(2) 本社所在地 ベトナム共和国ホーチミン市 

(3) 資本金 7,202 億ベトナムドン 

(4) 従業員数 連結約 2,200 名(単体約 750 名) 

(5) 主な事業内容 フォワーディング事業、航空貨物事業、倉庫事業、港湾運送事業、 

不動産事業 
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貸 借 対 照 表 
 
 

 
( 2023 年 3 月 31 日現在 ) 

 

科    目 金   額 科    目 金   額 

(資 産 の 部) 

流 動 資 産 
現 金 及 び 預 金 
受 取 手 形 
営 業 未 収 金 
有 価 証 券 
販 売 用 不 動 産 
前 払 費 用 
短 期 貸 付 金 
立 替 金 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 
有 形 固 定 資 産 

建 物 
構 築 物 
機 械 及 び 装 置 
車 両 運 搬 具 
工 具 、 器 具 及 び 備 品 
土 地 
リ ー ス 資 産 
建 設 仮 勘 定 

無 形 固 定 資 産 
借 地 権 
ソ フ ト ウ ェ ア 
そ の 他 

投 資 そ の 他 の 資 産 
投 資 有 価 証 券 
関係会社株式・出資金 
長 期 貸 付 金 
差 入 保 証 金 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 
投 資 損 失 引 当 金 

百万円 

〔   71,483〕 
30,255 

216 
25,786 
2,000 
8,041 

590 
416 

3,138 
1,047 

△   10 
〔   432,826〕 
（   249,734） 

118,016 
2,649 
3,394 

148 
1,483 

116,367 
2,940 
4,733 

（    10,660） 
7,665 
2,454 

541 
（  172,431） 

119,771 
44,881 
3,792 
3,583 
480 

△   39 
△   38 

(負 債 の 部) 
流  動  負  債 

営 業 未 払 金 
短 期 借 入 金 
１年内償還予定の社債 
未 払 金 
未 払 法 人 税 等 
前 受 金 
預 り 金 
そ の 他 

固  定  負  債 
社 債 
長 期 借 入 金 
長 期 預 り 金 
繰 延 税 金 負 債 
退 職 給 付 引 当 金 

百万円 
〔   72,992〕 

14,417 
39,148 
5,000 
2,830 
5,745 
3,745 
1,325 

780 
〔  113,469〕 

36,000 
20,277 
21,063 
34,924 
1,203 

負 債 合 計 186,462 

(純  資  産  の  部 ) 
株 主 資 本 
資 本 金 
資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 
そ の 他 資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 
利 益 準 備 金 
そ の 他 利 益 剰 余 金 
自 家 保 険 積 立 金 
圧 縮 記 帳 積 立 金 
特 別 償 却 積 立 金 
別 途 積 立 金 
繰 越 利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 

その他有価証券評価差額金 

  
〔  253,995〕 

22,393 
19,386 
19,383 

3 
224,468 
3,121 

221,347 
8,528 
36,225 

110 
138,240 
38,243 

△  12,253 
〔   63,851〕 

63,851 

純 資 産 合 計 317,847 

資 産 合 計 504,309 負債純資産合計 504,309 

(単位未満切捨) 
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損 益 計 算 書 
 

 

（2022 
2023 

年 
年 

4 月 
3 月 

1 
31 

日 
日 

から 
まで ） 

 
科      目 内   訳 金   額 

営    業    収    益 百万円 百万円 
倉 庫 保 管 料 20,774  
倉 庫 荷 役 料 11,335  
陸 上 運 送 料 27,115  
港 湾 荷 役 料 16,299  
国 際 運 送 取 扱 料 71,718  
不 動 産 賃 貸 料 31,221  
そ の 他 22,134 200,601 

営    業    原    価   
作 業 運 送 委 託 費 108,077  
人 件 費 14,851  
施 設 賃 借 費 7,004  
減 価 償 却 費 12,073  
そ の 他 38,010 180,017 

営  業  総  利  益  20,583 
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  5,751 

営   業   利   益  14,832 
営 業 外 収 益   
受 取 利 息 及 び 配 当 金 7,288  
そ の 他 364 7,653 

営 業 外 費 用   
支 払 利 息 402  
そ の 他 229 631 

経 常 利 益  21,853 
特 別 利 益   
固 定 資 産 処 分 益 2,167  
投 資 有 価 証 券 売 却 益 9,591  
投 資 損 失 引 当 金 戻 入 額 649  
施 設 解 約 補 償 金 319 12,728 

特 別 損 失   
固 定 資 産 処 分 損 482  
投 資 有 価 証 券 売 却 損 13  
投 資 有 価 証 券 評 価 損 751 1,248 

税 引 前 当 期 純 利 益  33,333 
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 8,453  
法 人 税 等 調 整 額 2,771 11,225 

当 期 純 利 益  22,108 
 

(単位未満切捨) 
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株主資本等変動計算書 
 

 

 

（2022 
2023 

年 
年 

4 月 
3 月 

1 
31 

日 
日 

から 
まで ）  (単位：百万円)

 

株  主  資  本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

資本準備金 
そ の 他 

資本剰余金 
利益準備金 

その他利益剰余金 

自家保険 
積 立 金 

圧縮記帳 
積 立 金 

当 期 首 残 高 22,393 19,383 5 3,121 8,328 38,229 

当 期 変 動 額       

剰 余 金 の 配 当       

当 期 純 利 益       

自家保険積立金の積立     200  

圧縮記帳積立金の取崩      △       2,978 

圧縮記帳積立金の積立      973 

特別償却積立金の取崩       

特別償却積立金の積立       

自 己 株 式 の 取 得       

自 己 株 式 の 処 分   3    

自 己 株 式 の 消 却   △        5    

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 

      

当 期 変 動 額 合 計 - - △        2 - 200 △       2,004 

当 期 末 残 高 22,393 19,383 3 3,121 8,528 36,225  
 

 

株  主  資  本 評価・換算差額等 

純 資 産 

合 計 

利 益 剰 余 金 

自己株式 
株主資本 

合    計 

そ の 他 
有 価 証 券 
評 価 差 額 金 

その他利益剰余金 
特別償却 
積立金 

別 途 
積立金 

繰越利益
剰 余 金 

当 期 首 残 高 92 138,240 39,342 △ 20,711 248,425 69,185 317,611 

当 期 変 動 額        

剰 余 金 の 配 当   △   6,595  △   6,595  △    6,595 

当 期 純 利 益   22,108  22,108  22,108 

自家保険積立金の積立   △     200  -  - 

圧縮記帳積立金の取崩   2,978  -  - 

圧縮記帳積立金の積立   △     973  -  - 
特別償却積立金の取崩 △     19  19  -  - 

特別償却積立金の積立 37  △      37  -  - 

自 己 株 式 の 取 得    △  10,003 △  10,003  △   10,003 
自 己 株 式 の 処 分    56 60  60 

自 己 株 式 の 消 却   △  18,399 18,405 -  - 
株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 

    - △      5,334 △    5,334 

当 期 変 動 額 合 計 18 - △   1,099 8,458 5,570 △      5,334 236 

当 期 末 残 高 110 138,240 38,243 △  12,253 253,995 63,851 317,847 

    (単位未満切捨) 
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個 別 注 記 表 
 
 

 

重要な会計方針に係る事項 
 

1  有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法によっております。 

(2) その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によって

おります。 

市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法によっております。 

2  デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法によっております。 

3  棚卸資産の評価基準及び評価方法 

販売用不動産の評価は、個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。 

4  固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 

定率法によっております。ただし、倉庫用施設(建物本体)、賃貸用商業施設(建物本体)並びに 2016

年 4 月 1日以降取得の建物附属設備及び構築物については定額法によっております。 

なお、耐用年数は法人税法の規定によっておりますが、賃貸用商業施設(建物本体)については 20 年

を基準とし賃貸借契約年数等を勘案して決定しております。 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5～10 年)に基づく定額法に

より償却しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 
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5  引当金の計上基準 

貸 倒 引 当 金 売掛金、貸付金等債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。 

投資損失引当金 市場価格のない株式・出資の実質価額低下による損失に備えるため、発行

会社の純資産額が簿価を下回るものについて回復の可能性を考慮した引当

額を計上しております。 

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。 

(1) 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に

帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 

 (2) 数理計算上の差異の処理方法 

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(5 年)による定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌期から償却しております。 

 (3) 退職給付に係る会計処理 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計

算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。 

  

6  収益及び費用の計上基準 

(1) 物流事業 

(ⅰ) 倉庫事業 

主な履行義務は寄託を受けた貨物の倉庫における保管及び入出庫荷役を行うことであり、保管で   

は寄託貨物の保管又は保管区画の供与開始以降一定の保管期日到来時点、入出庫荷役では荷役作

業完了時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。 

(ⅱ) 陸上運送事業 

主な履行義務は貨物自動車等による利用運送を行うことであり、貨物の出荷又は引取以降運送を

実施した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。 

(ⅲ) 港湾運送事業 

主な履行義務は港湾において沿岸荷役・船内荷役等を行うことであり、荷役作業完了時点で履行

義務が充足されると判断し、収益を認識しております。 

(ⅳ) 国際運送取扱事業 

主な履行義務は海運貨物取扱を含む国際間の物品運送の取扱を行うことであり、海運貨物取扱で

は通関申告等を含めた輸出入関連手続の完了時点、また国際間の貨物輸送では船舶又は航空機へ

の貨物の積載以降輸送を実施した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。 
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(2) 不動産事業 

(ⅰ) 不動産賃貸事業 

主に不動産賃貸業務、不動産管理業務があり、不動産賃貸業務についてはリース取引であり、顧

客との契約から生じる収益以外の収益であります。不動産管理業務の主な履行義務は賃貸施設の

メンテナンスや清掃、事務等のサービスを提供すること等であり、一連の業務の役務提供を実施

した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。 

(ⅱ) その他 

主な履行義務は販売用不動産の引き渡し等であり、主に顧客に販売用不動産を引き渡した時点で

履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。 
 

会計上の見積りに関する注記 
 

会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。 

当期の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌期の計算書類に重要な影響を及

ぼすリスクがある項目は以下のとおりです。 

固定資産の減損損失の認識の要否 

1 当期の計算書類に計上した金額 

土地・建物等の時価下落により減損の兆候があると判断し、継続的使用と使用後の処分によって生

ずると見込まれる割引前将来キャッシュ・フローの総額をもって減損損失の認識の要否の検討を行

った重要な資産グループ 1 拠点(帳簿価額合計 4,366 百万円)について、当該割引前将来キャッシュ・

フローの総額が資産グループの固定資産の帳簿価額を超えると判断したため、減損損失は計上して

おりません。 

2 会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

前述の「連結注記表(会計上の見積りに関する注記)」をご参照下さい。 
 

貸借対照表に関する注記事項 
 

1  関係会社に対する金銭債権債務 

短期債権 1,785百万円  長期債権 3,637百万円 

短期債務 9,307百万円  長期債務 647百万円 
 
2 有形固定資産の減価償却累計額 305,974百万円 

3 固定資産の圧縮記帳累計額 6,599百万円 

4  担保資産 

担保に供している資産 

土地 744百万円    

上記に対応する債務 

短期借入金 150百万円  前受金 64百万円 

長期借入金 142百万円  長期預り金 1,000百万円 

5  保証債務 

他社の借入金に対する債務保証 964百万円 
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損益計算書に関する注記事項 
 

1  関係会社との取引高 

営業取引高 収 益 21,977百万円  費 用 53,698百万円 

営業取引以外の取引高  2,422百万円    

 

株主資本等変動計算書に関する注記事項 
 

当期の末日における自己株式の数 普通株式 3,780,230株 

 

税効果会計に関する注記事項 
 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産） 

未払事業税 352百万円 

投資損失引当金 11百万円 

未払賞与 651百万円 

退職給付引当金 368百万円 

減価償却費 6,611百万円 

減損損失 639百万円 

その他 1,998百万円 

繰延税金資産小計 10,634百万円 

評価性引当額   △     1,956百万円 

繰延税金資産合計 8,678百万円 

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 △   27,514百万円 

圧縮記帳積立金 △    15,972百万円 

特別償却積立金 △        48百万円 

その他 △        67百万円 

繰延税金負債合計 △    43,602百万円 

繰延税金負債の純額 △    34,924百万円 

 

１株当たり情報に関する注記事項 
 

1  １株当たり純資産額 4,065円56銭

2  １株当たり当期純利益 277円60銭

 

重要な後発事象に関する注記事項 
 

連結注記表「重要な後発事象に関する注記事項」に記載しているため、注記を省略しております。 
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 
 

 

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 
 

2023 年 5 月 15 日 
三菱倉庫株式会社 
取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 
東京事務所 
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

公認会計士 上 坂 善 章  

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

公認会計士 中 村 太 郎  

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

公認会計士 有 吉 真 哉  
 

監査意見 
当監査法人は、会社法第 444 条第 4 項の規定に基づき、三菱倉庫株式会社の 2022 年 4 月 1 日から 2023 年

3 月 31 日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、三菱倉庫株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  

監査意見の根拠 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。 
 

強調事項 
連結注記表「重要な後発事象に関する注記事項」に記載されているとおり、会社は、医薬品・ヘルスケア

物流並びに米国政府機関向け物流を提供する、米国の Cavalier Logistics Management Ⅱ, Inc.、Cavalier 
International Air Freight, Inc.、DC Dyna, Inc.、及び英国の Cavalier Logistics U.K. Limited.の４社
の株式を会社が新たに米国に設立する子会社を通じて取得するために、2023 年 4 月 28 日に株式譲渡契約を
締結した。 
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

  

その他の記載内容 
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。 
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。 
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。 
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
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 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。 
  

連結計算書類の監査における監査人の責任 
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。 
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。 

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の
注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監
査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。 
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 
 

利害関係 
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。 
以 上 
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会計監査人の監査報告書 

 

 

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 
 

2023 年 5 月 15 日 
三菱倉庫株式会社 
取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 
東京事務所 
指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

公認会計士 上 坂 善 章  

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

公認会計士 中 村 太 郎  

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員 

公認会計士 有 吉 真 哉  
 

監査意見 
当監査法人は、会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、三菱倉庫株式会社の 2022 年 4 月 1 日から

2023 年 3 月 31 日までの第 220 期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書(以下「計算書類等」という｡)について監査を行った。 
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。 
  

監査意見の根拠 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。 
   

強調事項 
個別注記表「重要な後発事象に関する注記事項」に記載されているとおり、会社は、医薬品・ヘルスケア

物流並びに米国政府機関向け物流を提供する、米国の Cavalier Logistics Management Ⅱ, Inc.、Cavalier 
International Air Freight, Inc.、DC Dyna, Inc.、及び英国の Cavalier Logistics U.K. Limited.の 4 社
の株式を会社が新たに米国に設立する子会社を通じて取得するために、2023 年 4 月 28 日に株式譲渡契約を
締結した。 
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 

 

その他の記載内容 
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。 
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。 
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。 
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

  

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。 
  

計算書類等の監査における監査人の責任 
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。 
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。 

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。 

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。 
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 
 

利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
 

以 上 
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監査役会の監査報告書 

 

 

監 査 報 告 書 
 

当監査役会は、2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの第 220 期事業年度における取締役

の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を

作成し、次のとおり報告いたします。 

  

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

(1) 監査役会は、監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。 

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査方針、監査計画等に従

い、インターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用

人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で

監査を実施いたしました。 

① 取締役会及び常務会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要書類等を閲覧し、本店及び主

要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、

子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社に赴

き事業の報告を受けました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するた

めに必要なものとして会社法施行規則第 100 条第 1 項及び第 3 項に定める体制の整備に関

する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)に

ついて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、

必要に応じて説明を求めました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及

び有限責任あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求めました。 

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第 118 条第 3 号イに定める会社の支配に関す

る基本方針については、その内容について検討を加えました。 

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた

めの体制」(会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」

(2005 年 10 月 28 日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ

て説明を求めました。 
 



― 67 ― 

  

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連結計算書

類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討

いたしました。 

  

2. 監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報

告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。 

④ 会社の支配に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

(3) 連結計算書類の監査結果 

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

  

2023 年 5 月 17 日 
三菱倉庫株式会社 監査役会 

 

常 任監 査役(常勤監査役) 渡 辺   徹  

監 査 役(常勤･社外監査役) 長谷川 幹 根  

監 査 役(社外監査役) 山 田 洋之助  

監 査 役(社外監査役) 佐 藤 孝 夫  

監 査 役  三 浦 潤 也  
 

以 上 
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